
柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会第２回定例会・会議録 

 

１ 日   時  平成１５年６月９日（月） 

１ 場   所  柏崎市市民会館・第１会議室 

１ 出 席 委 員  浅賀・阿部・新野・伊比・今井・金子・小山・佐藤・柴野・高橋・ 

武本・田辺・内藤・中沢・中村・牧・丸山・宮崎・吉田・ 

渡辺（五）・渡辺（丈）・渡辺（洋）   以上２２名 

１ 欠 席 委 員  川口・本間       以上 ２名 

１ その他出席者 新潟県産業労働部、谷中原子力安全・資源対策課長、 

高橋課長補佐、熊倉係長 

柏崎市品田市民生活部長（議長） 

西山町徳永まちづくり推進課長・刈羽村塚田企画広報課長 

柏崎市酒井防災・原子力安全対策課長 

柏崎刈羽原子力発電所保安検査官事務所、石渡所長 

東京電力（株）武黒所長、篠原広報部長、高橋原子力管理部部長、 

村松企画部部長、柏崎刈羽原子力発電所広報部部長他３名 

柏崎原子力広報センター鴨下事務局長（事務局・司会） 

柏崎市防災・原子力安全対策課名塚主任 
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・・・・・・・・・・・・・・・１８時４５分開会・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◎司会 

それでは、定刻になりましたので、皆さん、まだみんなお集まりではないんですが、これ

から開会とさせていただきます。それでは、柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域

の会、第２回定例会をこれより開催させていただきます。 

配布書類の確認を、まずさせていただきます。レジュメですね。レジュメの裏面に出席者

名簿が記載してありますけれども、ちょっと訂正させていただきます。新潟県小林産業労働

副部長出席ということになっておりますけれども、谷中原子力安全資源対策課長出席という

ことに訂正させていただきます。谷中、苗字でございますが谷の中と書きます。 

それから欠席ですが、本間委員が所用のために、今日は欠席するという連絡をいただいて

おります。 

次第ですね。この裏に名簿が載っているものです。続きまして、県の説明文書ですね。ゴ

シックのこの文書です。それから、新潟原子力安全シンポジウム、この開催告知が入った文

書。それから、次に事務局作成しました発電所視察結果概要、これは後ろの方に（案）とち

ょっとメモってありますけれども、事務局の方で作成したものですので、内容、表現や、そ

れから記載漏れ等、問題点がありましたらご指摘いただきたいと思います。訂正いたします

ので。それから、参考配布文書として、このページものがいっているかと思います。それか

ら、東京電力さんの方より説明添付資料ということで、袋に入ったものがあるかと思います。 

以上でございますが、ご確認下さい。 

それから、広報関連の報告・伝達事項ですが、ホームページの開設ということで、レジュ

メの一番下の方にホームページについてという記載がありますけれども、今はテストサイト

ということで、これから１２日までこのサイトアドレスで載っております。それから１３日

から正式に開催されまして、下の方のこの短い方のアドレスということになりますので、ご

承知おき下さい。 

それから情報誌関連の説明でございますが、６月１日、２日に発電所を見学していただい

た折にですね、名称、タイトルについて、いろいろご意見をいただいて、事務局の方で２案

ほど出しまして、結果的に「視点」というこのタイトル、全員一致でこれは決まりました。

このロゴデザインが多分定着していくということになればと思っております。会議中にこち

らから回しますので、ご回覧下さい。これは６月２０日の発行で、これは校正誌でございま

すので、まず、これから後、直しが入るということはないと思いますが、一応お目通し下さ

い。 

それから、これから会議を開催させていただきますけれども、事務局からのお願いですで

すが、このマイクの使い方なんですが、マイクは２電源ありまして、発言の後、すぐ切って

いただかないとマイクが同調してノイズになりますので、発言が終わりましたらオフにして

いただきたいということでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは司会進行の方は、柏崎市市民生活部長の品田部長にお願いいたします。よろしく、

じゃあ、お願いいたします。 

◎議長（品田柏崎市市民生活部長） 

改めましておばんでございます。５月の１２日に第１回がありまして、あの時は、ややセ
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レモニー的な部分が半分ございまた。実質的な会議と言いますか議論は、今日、第２回目の

これが初めかなという感じはしております。前回、やや議論が司会としても絞りきれなかっ

たという反省に立ちまして、皆さんの方からアンケート等いただきまして、事前に議題を、

今日やる議題をですね、絞らせていただいてお示しをさせていただいたところであります。

おおむね、９時ぐらいまでやりたいというふうに思います。全部仮にやれないとすれば、ま

た次の機会に回すということも念頭に置きながら、活発なご意見をお願いをしたいというふ

うに思っております。 

それでは、最初に議事に従ってやらせていただきますが、実は、前回のアンケートにも、

ちょっと皆さんの所に、いただいたものをそのままお返しをしてありますけれども。１点目

は、今日選ばせていただいたのは、ある意味では事務局の方で多分選んでくれたと思うので

すけれども、いろいろ細かく言えば、こういうことをやりたいというのは幾つかあったわけ

であります。しかし第２回ということもありまして、例えばご案内の時には、今日の開催案

内の時には印刷もさせて終わっておりますけれども、本来の会の例えば品質保証システムの

把握というのをやはりやるべきではないかとか、会の議論について、会のあり方について、

やはり議論を本質的にしておくべきだというご意見も相当ありましたんですけれども、今日

のご案内を差し上げる時にお示しをしたように、それはもう１、２回やってみた後に絞って

いってはどうかというようなことで、大変僭越ですけども事務局の方で選ばせていただいて、

今日のテーマになったということで、ご理解いただきたいと思います。決してこれをやらな

いということではなくて、もう少しタイミングとしては先の方がいいのではないかというこ

とで、やらせて整理をさせていただいたということを、ひとつご理解をいただきたいと思い

ます。 

それから、このアンケートの中に２、３の人からですね、ちょっとしゃべりなれていない

ので、テレビのカメラがあると、フラッシュたかれると緊張してしゃべられないという人も

いらっしゃいました。公開が原則ということになっておるんですけれど、そういう声が実は

ありますので、ちょっと冒頭でお諮りをして、今日の内容を見ますと並べた五つ、六つの主

題は、特段こう、当然秘密にすべき議論ではないわけですけれども、今言ったそういった声

もあるというのも踏まえますと、カメラさんにはちょっと遠慮してもらうこともいいのかな

というふうに事務局でちょっと気を利かせた部分もあります。いや、構いませんということ

で総意であれば、本来のとおり公開のままやらせていただきたいというふうに思いますけれ

ども、たまたまそういうアンケートがありましたので、意見がありましたのでちょっとお諮

りをしたいと思いますけれども、いかがでしょうかね。 

何か、しらっとしましたね。原則といいますか、私らとしては公開でやりたいということ

が建て前になっていますし、そういう希望でもあるのですが。それではそういうことでよろ

しいですか。どうしてもちょっと慣れないのでもう１回ぐらいは外してくれないかという声

が強ければそうしますけれども。 

◎プルサーマルを考える柏崎刈羽市民ネットワーク（浅賀） 

これを書いた１人ですが、公開のままで結構です。 

◎議長 

よろしいですか。ありがとうございます。実は、自ら名乗っていただいたんですけど、浅

賀さんの方でそういう意見がありました。ちょっと女性なもんですから気を使わせてもらっ
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たというのもありましてですね。じゃ、そういうことで、このまま続けさせていただきます

ので、ご了解をいただきたいと思います。 

議事の（１）でありますけれども、先般、二日間をかけまして、現況、現状の視察をして

いただきました。私も見させていただいて、それなりの感想を持って帰ってきたところであ

りますけれども、その結果概要ということで、事務局の方で参加者、それからその時出た質

問といいますか意見というようなことでまとめさせてもらってありますけれども、事務局と

しては、これに対する補足は何かありますか。 

◎事務局（鴨下） 

特にないです。 

◎議長 

特にないということで、ご覧いただくとおりなんですけども、これでこれに基づいて議論

するということではないんですが、皆さんがその時に質疑をした内容等もここに書いてあり

ます。１号機の地下水の漏えい箇所の補修状況等も予定外でしたけれども、ご覧をいただい

たという経過があります。ご覧いただくとおりでありますけれども、特に皆さんの方から何

か、これを視察をしてみて、この他にちょっと一言申し上げたいとか、感想めいたことでも、

この場を借りておっしゃりたいということがあれば、どうぞご発言をお願いしたいと思いま

す。 

◎西山町（高橋） 

建設されてからもう大分立っているわけなんですが、非常にひびが、壁のひびが余りにも

目についたということで、これで大丈夫なんだかなという心配はありましたが。恐らくああ

いうひびが入ることも、壁の厚さがそのひびを考慮した上でああいうふうに厚くなっている

んではないかと思うんですが。コンクリートは年数を経るにしたがって、そのひびがどんど

んどんどん成長していくと、そういうことだと思うんですが。電力さんの方は、あのひびを

あのままに放置しておくということは恐らくないと思うんです。そのひびをふさぐ場合、ど

ういう方法でふさぐのかなと。 

それともう１点は要望なんですが、一般住民を地下の方へ見学に入れるわけなんですが、

我々素人としましては、細かいひびがあったとしても何か不安になると。今のところ影響は

ないからああいう格好でひびを露出させているというか、見えるようなままになっているん

だと思うんですが、やはり一般住民の目で見た場合は、ひびがあればやはり不安だと、そう

いう感じがしますので、即もうひびをどういう方法でやるんだかわかりませんが、ふさいで

ほしいなと。 

質問と要望です。 

◎議長 

ありがとうございました。ひびがあっても安全、建屋にひびがあっても安全なのかという

問題と、それからその補修の方法を、するとすればどういうのかと。見た所もあるというか、

安全上問題ないのかという、そこが一番のあれだと思うんですけど。東京電力さん、お見え

になっておりますので、お答えはいただけますでしょうか。 

◎柏崎刈羽原子力発電所長（武黒） 

所長の武黒でございます。詳しいことはまた改めて建築の方の専門の人間から、別途、次

回にでも必要でしたら補足して説明させていただきたいと思います。私ども、発電所の健全

－４－ 



性を考える上で、特に原子炉建屋と呼んでおります、先般、実際ご視察いただいた建屋とい

うのは大変重要な設備でございます。従いまして、その建屋の持っている機能、つまり構造

物としての強度ですね、通常の建物自身の自重ですとか、あるいはいろいろなものが、設備

が中にありますから、そういったものを支える床としての強度ですとか地震があった場合の

強度、さらに何か事故があった場合には建屋が一定の気密性を持たなければいけないと、そ

ういう意味での機能、こういったものが安全上重要な機能として求められるものだというふ

うに考えております。そういう意味では、こういった機能につきましては、一定の年数ごと

にコンクリートのサンプルをとります。これは今ご指摘のありましたのは表面のひびでござ

いますが、実際の強度という点では、これは中にあるコンクリートの物性が大変重要だとい

うふうに考えられておりまして、従ってサンプルをとりまして、コンクリートの劣化が起き

てないかどうかという評価をいたしております。これはある一定期間ごとの安全レビューの

中で私どもそういった点検をいたしておりまして、特に福島では既に３０年を超えたプラン

トもございます。そういった比較的年数のたったプラントの将来の構造上の健全性などを評

価する上では、そういった手法を用いて確認をしているところでございます。従いまして、

私ども表面のひびそのものが全体のコンクリート構造物の強度に直接かかわってくるという

ふうには考えておりませんが、これらの補修については、その他の美観も含めまして、全体

としてどのような補修をするかということを一通りの考え方としてまとめておりますので、

それらについては後ほど専門の人間から、次回にご説明をさせていただきたいというふうに

思います。 

それから、ひびそのものが心配になるというご指摘でございます。これらについては、今

のようなことも含めて、よく私どもの方からまずご説明することが必要かと思いますので、

それらを今後も心がけてまいりたいというふうに思います。実際のそのコンクリート構造物

の健全性とひびとの関係、これらについて、次回ご説明をさせていただければというふうに

思います。よろしいでしょうか。 

◎議長 

次回というお話しございましたけれども、わかりやすい資料にまとめられて、できれば早

いうちにお流しをいただければありがたいと思います。 

◎柏崎刈羽原子力発電所長（武黒） 

そういうふうにさせていただければと思います。 

◎荒浜２１フォーラム（柴野） 

当日、感想を聞かれた時に話をすればよかったんですが、ちょっと思いついたもんで補足

ということで感想を。何回か、先回、地域の会で現場を見学したのも初めての方もおられる

ようでしたが、私も何回か現場に入って見学させてもらっているんですけども。まず、決し

てよいしょ
．．．．

をするわけじゃないんですが、現場でヘルメットをかぶって、東電社員の人が、

過去には決して頭を下げることはなかったんです。今回行った時には、ほとんどの人が頭を

会釈したり、あるいは声をかけたり、これは非常に今までとちょっと変わったということで

感じました。それは感想の補足ですが。会場のことをとやかく言うわけじゃありませんけど、

こうして見てみますと、何か冷房の施設がないようなんですけど、これから夏もこの場所で

やるんでしょうか。何か商工会議所でやることについて、何かクレームついたようですが、

一応その辺ちょっと確認したいと思いまして、事務局の方に質問しているんですが。 
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◎事務局（鴨下） 

冷房はないことはないんで、あるんですが、別途料金ということになるんで、今日はその

料金の方は節約しまして、冷房は入っておりません。次回からの会場については、日程によ

って柏崎市内、市街地にある会場で空いている会場を使うということで、ここに決定したわ

けではございません。次回どこになるかちょっとまだ未定ということで。恒常的にここでや

っていくということではありませんので。 

◎西山町（高橋） 

だから１カ所に決めてもらいたいと思いますが。今日はあっち、この次はこっち、そうい

うことじゃなく１カ所にもう決められたら決めてもらいたいです。それだけお願いします。 

◎事務局（鴨下） 

ごもっともだと思いますので、そういう方向で検討させていただきます。 

◎議長 

ということで事務局も努力をするということですが。会場はやはり予約制なんですよね。

日程を割くのが先と会場を押さえるのとそのタイミングの問題で、別の所、いい所もあるの

でしょうけれども、なかなかとれないというのが実態であります。できるだけ１カ所に固定

はするようにいたしますけれども、やむを得ざる場合は、またご了承いただきたいと思いま

す。 

◎柏崎ニューエネルギーリサーチ（田辺） 

広報センターは狭いんでしょう。 

◎議長 

場所はちょっと考えさせていただきますので、お願いをしたいと思います。 

どなたか手を挙げてましたね。宮崎さんですか、どうぞどうぞ。 

◎柏崎刈羽原発を考える地域連絡センター（宮崎） 

話はちょっと別になりますけれども、どういうことを話し合いしたらいいのかということ

で、言っていいですか。 

◎議長 

この会での議論の話ですか。 

◎柏崎刈羽原発を考える地域連絡センター（宮崎） 

ええ。 

◎議長 

ちょっとそれは今の議題とはちょっと離れていただきたいと思うんですけども。 

◎柏崎刈羽原発を考える地域連絡センター（宮崎） 

そうですか。ちょっと感想だけね。今日のこの議題を見ていますと、確かに皆さんのアン

ケートからとって、選んで話し合いをしているとわかりますし、また非常にこの時期に関心

を呼ぶ話題だということはいいんですが、私の感想としては、こういう話が先に出てしまう

と、勉強であることはいいんですが。実は、私たちがもっと厳格な検査を今やって欲しいと

いうような希望を持っています。そうしますとこの皆さんで原発というのは一体どういう運

転されているのか、どういう仕組みなのかというのを、実をいうと私はもっとリアルにみん

なで知らないと、いろいろな検査の必要性というのが皆さんわからんのじゃないかという気

がするんですね。こういう所に出てきていませんけれども、ジェットポンプのノズルの所を
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もっと検査せいとかいうのもね。あの中の水流の速さというものがどういうものかと、そう

いうのをリアルに知らないと、なぜなのか、そんなのは聞かなくてもいいじゃないか、大し

たことないとこうなっちゃうんで。この前も私が原発のあそこに行って模型を見せてもらい

ながらお聞きしたんですが、装着されている燃料棒の温度は何度か、１，０００度というの

を聞きました。今までもうちょっと高いんじゃないかと思ってましたけれども、それから被

覆管の融点等も聞かせてもらいました。それだけ１，０００度の熱を水に伝えるということ

になると水の速さというのが問題になりますから、どれぐらい流れているのか。その速さと

いうものが今度物すごいスピードなわけです。それが遅れたり、そのスピードがあれば周辺

にある機器はどんな動きをしているのかとかね。そのリアルに知らないと、この調査してく

れというようなことがしっかり受けとめられないんじゃないかという気がしています。それ

で私としてはこういうのもいいんですが、せっかく現場を見てきて、その次ですね、こうい

う皆さんの要望を見ますとシュラウドというのはどういうものだとか、どういう働きをして

いるんだとか、再循環配管とはどんなんだとかいうんですけど、もっとあの原発がどういう

ように運転されて、リアルに知れば知るほどこのことが物すごく重要だということがわかっ

てくるので、何かやはり本当に基礎の基礎だけど、ここで勉強したらどうかなというのがち

ょっと私の感想です。感想が長くなってごめんなさい。 

◎議長 

現地を見るということの大切さは、皆さんもつぶさに感じられたと思うわけですけれども、

それなりにこの見たということについては、少なくともプラスには働くんだろうと、今後い

ろいろ考えていく上でですね、というふうに思っております。今のご指摘は、こういう議題

はさることながら、やはりもう少し基礎の部分を、原発の仕組みとかそういったことも含め

て、よくやはり現場を見たり、あるいはその学習をしたり把握をした上でないと議論は深ま

らないよというご指摘だと思うんで、これは前にも第１回の時もそういうご意見もございま

して、この前の現況視察ということになったわけです。宮崎さんのおっしゃるのは、そうい

ったのも含めて、またもう少し基礎的な学習をしていこうということなんですが、おっしゃ

ることは十分わかるつもりです。しかしそういったことと、こういった今日的なテーマと、

やはり両方当面は並行していく必要があるのかなというふうに思ってます。そうかといって、

毎週毎週、今日は現場だ、明日は学習会だ、その次の週はまたどこだというのも、なかなか

お忙しい皆さんの中で過密スケジュールというのはちょっとできないのかなという感じしま

すんで、今のまたご意見も事務局に咀嚼をしてもらいながら、そういったその学習活動とい

いますか、勉強をどうすれば効率的にやっていけるのかというのは、ちょっと検討をしても

らうことにさせていただきたいと思いますので、ご意見を承ったということで、この場はご

了解をいただきたいと思います。 

他に、この（１）に関して特に皆さんの方で申し上げたいということがございましたらお

願いします。 

それでは、現況をご覧いただいた感想ということでございますので、これぐらいに切り上

げさせていただきたいと思います。 

二つ目ですね。第１回以後の動きというふうになっております。これは第１回というのは、

地域の会前回後の動きということですよね、事務局ね。そういう意味ですね。はい。という

ことであります。行政の動きと、それから東京電力さんの動き二つに分けて、最初に行政の
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方から説明をしていただこうと思います。新潟県さんからお願いをいたします。 

◎新潟県原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

新潟県原子力安全資源対策課課長の谷中です。この会に初めて出させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

お手元の資料、資料番号ついておりませんが、１枚紙で第１回地域の会５月１２日以降の

行政の動きということで紙がお手元にいっているかと思います。新潟県と書いてありますけ

ど、中身は県、柏崎市、刈羽村とあわせて書いてございます。 

まず最初の１番目ですけれども、これは５月１６日に柏崎市西川市長、それから刈羽村品

田村長、西山町三富町長、３市町村連名ということで小泉首相、それから経済産業大臣、そ

れから外務大臣という所に出しております。これは地域の会の意見を受けてというふうにお

聞きをしております。そこに書いてございますけれども、平沼大臣にお渡しする時だという

ふうにも聞いておりますけれども、地域住民に北朝鮮問題と国際関係の緊張から来る発電所

に対する一種独特な潜在不安があるということを伝えて、平和的解決に向けた外交上の取り

組みを要請したと。小泉、ブッシュ会談がある前だったということで、小泉首相からブッシ

ュ大統領にも伝えて欲しいということも、その時お伝えになったというふうに聞いておりま

す。それから先日、新聞にも出ておりましたけれども、７日土曜日には西川市長が発電所の

現況視察を行っております。 

それから２番目でございますけれども、安全協定に基づく状況確認ということで、私ども

県、柏崎市、刈羽村と、安全協定に基づいてこのいわゆる東電の不正問題が起きてから、そ

うですね、もう３０回を超えたと思いますけれども、安全協定に基づく立ち入り調査であっ

たり、それから状況確認ということで、大変頻繁に発電所に入って、その折々確認をしてお

ります。その第１回の地域の会以降、６回行っておりまして、かいつまんで申し上げますけ

れども、５月１２日、これいずれも・・・県だけというのもありますね。ほとんど県、市、

刈羽村一緒なんですけど、３号機のシュラウド、ＥＤＭという放電して金属を削っていく方

法ですけどＥＤＭ加工、放電加工なんですけども、その補修の状況の確認をしております。

下部リングの内側のＥＤＭ補修後の水中カメラによる確認、それを立ち会っております。そ

れから３、４号機の再循環系配管の補修の状況確認も行ってます。３号機は、もう溶接後の

確認ですし、４号機はちょうど最後の溶接の状況というふうに聞いておりました。それから

５月２０日ですけれども、これも県、市、村合同で、５号機のシュラウドの点検状況を確認

しています。それから、もうこの時点で７号機の格納容器漏えい率検査の準備に入っており

ましたので、その状況もあわせて確認をしてます。それから、翌２１日ですけれども、これ

は４号機の再循環系配管溶接検査状況の確認ということでＰＴ検査といって、色素をつけて

そのひびの状況を見る、その検査の確認等を行ってます。それから６月３日、４日ですけれ

ども、これは皆さんご存知のとおり、４日は７号機の格納容器漏えい率検査の本番でござい

ますけれども、その前の日に、いわゆる予備データをとる作業に入っていくわけですけれど

も、その本番前日の格納容器漏えい率検査の状況を確認するとともに、先ほどもちょっとお

話にありましたけれども、皆さんが地域の会として発電所の視察を行った時に、１号機の建

屋の地下５階のコンクリート、先ほどもお話になっていた。そこをご覧になったということ

でしたので、私どももそこの確認をさせていただきました。それから４日は、その７号機の

格納容器の漏えい率検査本番の試験でございます。これも皆さんいろいろ新聞報道等でご存
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知のとおり、判定基準が０．３６というふうに設定されておりますけれども、それよりも十

分低い０．０５６ということで判定基準を満足したということでした。ちなみにその前に行

われた６号機は、同じ判定基準で０．０８１ですから、それよりもさらに漏えい率が低かっ

たということでございます。あわせて毎年、年度始めに行っているんですけれども、前年度

のその運転状況を１年まとめて状況確認をしております。それから６月の９日です。今日で

すね。今日、これは毎月定例で行っておりますけれども、運転の状況の確認というのも今日

入っております。 

それから、この項立ての３番目ですけれども、これも書くまでもないんですけれども、こ

の６日に柏崎市議会、それから刈羽村議会で国、それから東電の方から議会の説明があり、

その夜に市民会館で国による住民説明会と、それから続いて８日、ラピカで住民説明会があ

った。国による住民説明会があったというのは、皆さんご存知のとおりでございます。それ

から、今日の午後、東電の方から７号機について、運転再開できる準備ができたので、運転

を再開させてほしいという要請が、刈羽村には１時、それから私ども県の方には３時、それ

からもう言ったことになりますか、柏崎市さんの方には１８時３０分と、要請がいったとい

うふうに聞いております。私どもの方で、県の方では部長が受けておりますけれども。今、

地元ではその６日に議会あるいは地元での住民説明会が行われ、それから今日、明日と柏崎

市では市議会が開催中でございます。そういうことで、今、地元説明会や、その議会への説

明が行われている最中ですので、市長さん、村長さん、そういう地元への説明等を踏まえて、

いろいろご判断ということをなされるんだろうと思いますので、それを踏まえて県の方で、

県がまたいろいろなそういう状況を総合的に判断することになるんだろうというふうに考え

ております。 

以上でございます。１回目の地域の会以降の行政の動きです。 

それから、ここに書いてはおりませんけれども、先日、新聞報道にもありましたが、安全

協定の見直しをしますということを県議会でもアナウンスしておりますし、この間、新聞報

道にも出ておりますけれども、ほぼ改定の中身についてはもうまとまってはおりまして、今、

最後の事務手続きを行っております。正式に決まれば、またこれを公表して皆さんに全部公

表するということになります。中身については、主に３点、見直しの要点というのは３点ご

ざいまして、一つはその発電所の透明性の確保。情報公開による透明性の確保という条項を

新たに入れるという、今そういうことで改定を進めております。それから自治体の技術的な

チェックの機能強化ということで、県が技術委員会を設けておりますけれども、それを安全

協定の中に位置づけると。それからもう一つは、通報連絡要綱といって、もともと安全協定

の中で法律だとか、その大臣通達に基づいて事業者が国に報告するもの。それはみんな私ど

も県、自治体の方にも報告をするようにということで、協定でも明記してありますが、それ

に加えて、さらにごく軽微な事項ということは安全協定の中に位置づけられていなくて、今

まで県と東電との間の確認ということで、ちょっと中途半端になっていたんですけども、今

回のその協定見直しにあわせて、協定の中にはっきり位置づけて、そういうごく軽微な事項

も安全協定に基づいて、我々自治体の方に報告してもらうと。実態としては常に報告は受け

ているんですけども、そういうことをごく軽微な事項についても安全協定の中にはっきり位

置づけるということで、今、最後の詰めをしております。間もなく正式に決まるということ

で、予告ということですので、まだメモにはしておりませんけれども、正式に決まった段階
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でご示しすることができると思います。 

以上です。 

◎新潟県原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

ちょっと私間違えました。格納容器漏えい率検査の漏えい率は０．０３７だそうです。大

変失礼いたしました。 

◎議長 

関連もあるようですので、続いて東京電力さんの方から、その後の動きをご説明をいただ

いた後に、質疑・意見交換をしたいと思います。 

◎柏崎刈羽原子力発電所長（武黒） 

発電所長の武黒でございます。本日、お手元に私どもの動きについては、特段の資料を用

意してきてございませんので、大変恐縮でございます。口頭でご説明をさせていただきます。 

今ほど主な発電所の動きについては、新潟県の谷中課長からほぼお話しがあったかと思い

ますので、重複する所は割愛させていただきます。５月に私ども主に点検という点では、５

号機のシュラウド並びに再循環系配管の点検を進めておりましたが、ほぼそれらの状況も取

りまとめられまして、５月の末の段階で、一応点検という所については、一部を除いて終了

したという状況になりました。そういった状況を踏まえまして、５月３０日に私どものエネ

ルギーホールを会場として、地域の皆さまへの状況のご説明をさせていただきました。そし

て、６月４日には、今ほどご説明ございました７号機につきまして、格納容器の漏えい率検

査を実施いたした所でございます。この検査に当たりましては、それに先立ちまして基準容

器という格納容器の漏えい率を検査する上での元になる容器の点検を始め、種々の場面で国

の立ち入り検査、あるいは自治体行政の方の状況確認などいただきながら進めてまいったと

ころでございます。そして６月の６日と９日にも柏崎市議会、刈羽村委員会で私どもの状況、

特に点検の状況、その結果、それから補修につきましては従来からご説明しております修理

方法で現在３号機のシュラウドの修理、４号機につきましては再循環配管の修理が溶接作業

としては終了いたしまして、今週の１２日に、その溶接をした部分を配管全体としての水圧

をかけた検査を行うことになっております。そういった状況のご説明をさせていただいてい

るところでございます。 

また、本日は７号機につきまして、今もご説明がございましたが、シュラウドの点検、こ

こでひびのないことの確認ができ、格納容器の漏えい率検査でも問題ないことが確認できま

したので、また最終的な原子炉の起動をするに当たっての諸準備も整いましたので、自治体

のご当局にそういった状況の報告を行いますとともに、起動についてのご理解をお願いして

まいったところでございます。今後、各自治体のご当局で、それなりにいろいろとまたご検

討され、ご意向も示されると思いますので、私どもそれらを踏まえながら対応をしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

なお、この後の大ざっぱな各動きの状況だけ申し上げますと、既に先月起動させていただ

きました６号機につきましては、今日と明日、定期検査としての最終段階でございます総合

負荷検査というのを国の検査として受検する予定になっております。この場で各設備の運転

状況等を確認いただきまして、今後およそ１年強にわたって安定的に安全に運転できるとい

うことのご確認をいただければ、総合負荷検査として終了ということになりまして、これで

一連の定期検査が終了いたします。そして私どもの方の分類で申しますと、営業運転を行う
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という運びになってまいります。７号機は先ほど申し上げたとおりでございます。そして、

その他の号機については、現在、点検の後の補修を進めているところでございますが、４号

機については先ほど申し上げましたように、今週、水圧をかけた配管の修理工事の最終の検

査を行います。そうしたことが進んでまいりますと、下旬には格納容器の漏えい率の検査が

実施できる状況になるだろうというふうに見込んでいるところでございます。そのほかの号

機については、修理工事もございますので、一つずつ慎重に進めることにいたしております。

もうしばらく時間がかかろうかと思っております。こういった補修につきましては、何より

も安全と品質を優先するという姿勢を堅持して、今後も取り組んでまいりたいと思っている

ところでございます。以上でございます。 

◎柏崎刈羽原子力発電所広報部長（篠原） 

発電所の広報部長の篠原でございます。ちょっと関連いたしまして、５月１２日以降とい

いますか、最近の私どもの情報公開の取り組みの一例をご紹介させていただきます。こちら

のカラーコピーをごらんいただけますでしょうか。 

１ページ目、これが私どもの発電所のホームページでございます。最近これリニューアル

をいたしました。発電所のプレス発表情報、これはもとよりも最近はリアルタイム、要する

に生の映像等をホームページに掲載して発信してございます。これらの状況は、もちろんニ

ュースアトム、毎月１５日の定例後、あるいは随時の臨時号でもご紹介しております。 

２ページ目でございますが、プレス情報のページがございます。これは最近５月１２日以

降、私どもが発表させていただいたものをホームページにアップしてございます。 

それから３枚目でございますけれども、この３枚目の右側の３枚の写真でございますが、

これが生の格納容器漏えい率検査の生の映像を動画にて発信したものでございます。６号機

になってございますが、７号機につきましては先ほど武黒が申しましたとおり、６月４日の

日に６時間かけてこの検査をいたしましたけれども、この６時間生の映像を配信させていた

だきました。 

それから４枚目でございますが、これがそういったホームページでの情報発信の中で、１

号機から５号機までの補修状況を取りまとめますと、ごらんのような表になります。中身に

つきましては先ほど武黒からご説明いたしましたので割愛させていただきます。 

それから最後のページ、事前はがきの公開ページでございますけれども、この５月３０日

に市民プラザで私ども柏崎刈羽地域の皆さまへの説明会を開催させていただきました。その

際に事前におハガキをいただきまして、ご提案いただきまして、その事前のおハガキはご質

問、ご意見を頂戴したんでございますけども、そのご質問や、それに対する私どもの回答を

先週末に、このホームページで紹介をさせていただいております。 

なお、今後の説明会でございますが、また６月１３日に市民プラザにおいて、柏崎刈羽地

域の皆様へのご説明会を予定をしているところでございます。今後とも私ども情報公開進め

てまいりますけれども、ぜひ地域の会の皆様から私どもの情報発信のあり方、あるいは内容

につきまして、いろいろとご意見賜ればと思っております。よろしくお願いいたします。以

上でございます。 

◎議長 

ありがとうございました。今日は冷房効かないそうですので、上着を暑い方はとっていた

だいて、私もとらせていただいて失礼させていただきます。 
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今ほどの説明に対しまして、質問、ご意見を承りたいと思います。かなり、前にシュラウ

ドとか例えば放電加工というのはどういうのだとか、漏えい率検査とかどういうのだという

のは、説明はさっとされたと思いますけれども、１回聞いたぐらいではちょっとわからない

というようなこともあると思います。そういう初歩的と言うと失礼ですが、そういったこと

でも結構ですので、どうぞ遠慮しないでご質問、ご意見をお願いしたいと思います。 

◎西山町（高橋） 

東京電力さんが柏崎、あるいは刈羽村、地元説明会をやられますね。不祥事発覚した時は、

柏崎、刈羽、両市村に一戸一戸個別訪問までして説明とおわびに回ったと、そういうことな

んですが。私、西山町に住んでいるもんで、もし何かあった場合、その風下に位置する人が

被害を受けるとそういうことなんですが。なんで西山町、この委員の中にも東電から５キロ、

それぐらいの所に住んでいるという方がいられるわけなんですが、西山町に対して何でその、

一戸一戸というのは無理かもしれませんが、その地域ごとに説明会をやるんだとか、そうい

うようなことがなぜなかったのかなと。これから先もそういう説明会をやる計画というのは

ないものか。それ一つ西山に住む住民の一人としてお聞かせ願いたいなと、そう思っていま

す。 

今、ちょっと関連してなんですが、風下の被害ということなんですが。５月の連休明け、

私はそのテレビの番組見なかったんですが、ＮＨＫで連休後の夜９時ごろからということだ

ったんです。そのタイトルもわからないんです。私見なかったもんでわからないんですが、

見た人から聞いたんですが、風上はほんの２キロ、３キロでも全然被害はなかったと。風下

に関しては、もうべたに被害が出たと。これはあるその喉頭がんを患ったというか、その被

害を受けた女の子の傷を治す大学の助教授ですか教授ですか、その人が自分の仕事を投げ打

ってロシアのチェルノブイリに向かって、その治療に当たったと、そういう番組だったとい

うことなんですが、それに色分けして風下の被害の状況というのが出たということなんです。

私、見なかったもんで、もっと詳しい説明はできなかったんですが、これ、できることであ

れば、今、報道関係来ていますけれどＮＨＫさん来てられるかはどうかわかりませんが、そ

の番組のビデオといいますか、もしそういうのが借りられるのであれば、１回見て見たいな

と、そう思っているんですが。 

東電さんにお聞きしたいことですね。なぜ西山町にそういう説明がないのか。同じように

私は出雲崎、長岡市も何で黙っているんだろうなと。当然、風下になるわけですよね。何で

黙っているんだろうかなと、そう思っているんですが、とりあえず東電さんが西山町に説明

に来なかったその理由というのをお聞かせ願いたいとそう思っています。 

◎柏崎刈羽原子力発電所広報部長（篠原） 

まず、西山町の皆さまへのご説明ですけれども、ニュースアトム、これは先ほど申し上げ

ましたけど定例号と臨時号ございますが、これは西山町にも入れさせております。今のご指

摘、ご意見でございますけれども、６月１３日に私ども説明会を予定しておりますけども、

場所は市民プラザでございます。従いまして、今、検討しておりますけども、西山町からも

来ていただけるように西山の方へバスをお出しして来ていただこうかというようなことを検

討をしております。その後、さらにどういったご説明ができるのかということにつきまして

は、また行政のご当局ともご相談しながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

◎議長 
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これからはそういうことだと思うんですけど、高橋さんがおっしゃっているのは、今まで

なかったのがちょっとどういうことなんだと、こういうことだと思うんですけれども。距離

からいうとやはり近いんですよね。そういうのがあるんで多分心情としては十分わからなく

はないんですけども、何かそこらに対して明確なお答えがあればあれですし、なければ今後

そういうことでやらせてもらうということで了解していただくよりないと思うんですけども。 

◎西山町（高橋） 

私が言うのは距離じゃないんですよね。風下で、もし放射能漏れが起きた場合は、そっち

がもろに被害をこうむると、そういうことなもんで。今まではもうなかったから、終わった

ことだからしょうがないけど。しょうがないんだけど、なぜ今までやらなかったのか。今後

のことについて市民プラザでやると、そういう話だったんですが、わざわざ柏崎まで出てこ

なければならないのか、我々がね。幾らバスを出してもらったとしても。むしろ東京電力の

方が地元に出向いて、こうこうこうですと。あの不祥事の後であれば当然そうなるわけです

が。ちょっと下火になったせいかどうかわかりませんけど、バス出すから乗って来いやとい

うことではなくて、東京電力の方から何月何日何時からどこでやりますから聞きに来てくだ

さいとか、そういう方法をとるべきではないかなというふうに私は考えているんです。 

◎柏崎刈羽原子力発電所広報部長（篠原） 

そういう意味では、そういうご不満とかご要望とかおありになったことについて、ちょっ

と私どものアンテナが低かったといいますか、対応不足だったかもしれませんけれども。先

ほど申し上げましたが、今後はそんなことで対応させていただきたいと思っておりますし、

さらにどんなことができるかということについても、またご相談させていただきたいと思い

ます。 

◎議長 

誠意を持ってちょっと意見を汲んでいただいて、どういう方法ができるかどうかは、また

ちょっと十分ご検討いただきたいと思います。 

阿部さんが手を挙げておられましたんで、どうぞ。 

◎社団法人柏崎青年会議所（阿部） 

発言しようと思うことは後段に申し上げますけども、今、わかりませんけども、どういう

ものをご覧になったかわからないんですが、今、お聞きする限りだと、今みたいなお話が一

人走りすると、何と言うんですか、風向きによってはとんでもないことになるんだというよ

うなお話しになるような気がするんで、皆さんが必要とするかどうかわかりませんけど、ど

ういう内容のどういう番組で、発電所との関連付けのあった報道というか、そのメディアだ

ったのかというところは、私は何か検証する必要があるんじゃないかなと思いました。それ

が１点です。 

それからあと、県の方からご説明があったことでちょっと確認というか、気になったんで

すけども、細かいところを申し上げると、例えばその状況確認というところで六つ挙がって

いると思うんですが、これ厳密にいうと６月３日のところは漏えい率検査の立ち会いを多分

されたんじゃないかと僕は思うんです。それで検査の主体者というんですか、検査責任者と

いうことであれば検査ということだと思うんですけども、検査の多分立会いじゃないかと思

って解釈をしています。これ間違っていればちょっと指摘をいただきたいと思うんですけど。

それで今後のことというか、この辺の中が最後の詰めというんですか、その安全性を確認す
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る上で非常に重要じゃないかなと思っていることですけども。例えば今ここに挙がっている

六つの項目が東京電力の自主検査というんですか、社内のその中で終わっているもので進ん

でいるものと、それから例えば柏崎市なり自治体が確認をして次へ進んだものと。それから

さっき県の方がおっしゃった県の安全監視委員会だか検討委員会だかできたと思うんですけ

ど、そこに決裁する権限と言いますか、確認する権利があるのか。それからその最終的には

規制の大元は保安院だと思うんですけど、その保安院の方が確認をされたのか。細かいとこ

ろどこまでお聞きするかとか、それからそれが信用できるかどうかというところは、最後そ

の何て言うんですか、どなたがハンコを押したというか、どなたが最後確認したのかという

のが、疑うわけじゃないんですけども重要なポイントじゃないかなと僕は思うんで。今ここ

ですべてを明らかにするというのは難しいと思うんですけど、次回以降少しちょっと配慮を

して、できるだけその辺を明確にしていく必要があると思いました。以上です。 

◎議長 

次回以降についての要望と、今回これについて今、ご質問の部分を県の方で答えられる部

分がありましたら、お願いをしたいと思います。 

◎新潟県原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

ちょっと説明が舌足らずだったと思います。その６月３日の漏えい率検査と書いてあるの

は、さっきお話しのあったとおり私どもが検査をしているのではなくて、検査は国がやって

いるもの。それからほかの状況確認もそうなんですが、私ども県としては、発電所のこの安

全管理について法律的な権限は持っておりません。これは電気事業法とか原子炉等規制法と

いう法律がありまして、それは国が一元的に責任を持ち規制をしております。私ども、じゃ

あ県というのは何なんだということになりますけれども、私ども法律的な権限ありませんが、

一つには先ほど申し上げたように安全協定というものを地元の自治体と東電との間で結んで

いて、それに基づいて私どもはいろいろな国がやる検査、あるいは東電が自主的にやる検査、

そういう検査を我々も見せていただき、それから疑問があればそこで、これはどういうこと

でやっているのか、こういうことはやらないのかというようなまた注文をつけたりなんかし

ながら、検査そのものを実際に見せていただいて、我々も必要があれば意見を言わせてもら

っています。法律的なことではなくて、あくまでも安全協定ということに基づいてやってお

ります。 

それから、先ほど技術委員会という話がありましたけれども、これはその都度私どもマス

コミの方々とか他の方々によくお話しをするんですが、技術委員会そのものが何かを決める

という機能を持っておりません。これは、この２月でしたか、正式に発足しましたが、県の

方で原子力発電所に関係するそういう技術の専門家を５人お願いいたしまして、例えば発電

所でいろいろトラブルがあったと、あるいは今回のように全号機を停止して点検をするとい

う時に、いろいろ技術的な、本当に専門的なことがいっぱい出てきます。私たち原子力安全

資源対策課技術職員何人かはいるんですが、それはもう我々行政の中でやっている技術の能

力というのは、もうおのずと限度があるんで、そういう専門家をお願いして、ちょっと長く

なりましたが。その専門の先生から助言をいただいて、で、私どもが一体東電がやっている

検査がこれでいいのか、あるいは国が評価をしてきたこの評価は一体これでいいのかと、

我々疑問があるとその先生の助言をいただきながら、国あるいは東電の方にいろいろな質問

をぶつけます。こういうのをもっとちゃんとデータ出してくださいよ、もっとこういうこと
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の理由を示してくださいよと、それは国に対しても同じです。そういうことの積み重ね、先

ほどの３０回以上やったと言ってましたけれども、状況確認あるいは技術委員会の先生の助

言をいただいて、いろいろそのチェックをしたこと、そういうことごとを全部我々あわせて、

それで一体今の検査が適切かどうかということ、我々なりにチェックをさせていただいて、

それをまとめて一体その運転再開というのはどうなんだろうか、この補修はこれでどうなん

だろうかと、我々自身チェックをさせていただいています。そういうことのベースになる調

査がこの状況確認であり、あるいは技術委員会の先生の助言でありと、そういう位置付けで

あります。法律的な権限ではありません。 

ちょっと長くなりました。以上です。 

◎社団法人柏崎青年会議所（阿部） 

ちょっとくどいようであれですけど、今、その漏えい率検査は国がやって立ち会いだとい

うんですけど、国というと具体的にはどちらになるんですかね。 

◎新潟県原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

原子力安全・保安院です。 

◎議長 

ちょっと待ってください。その前に、前段、高橋さんのさっきの風向き云々という話もあ

りました。今、阿部さんの方からもそういうのを検証したらどうだということなんですけど

も、原子力防災計画というのを県も、それから市町村も持っております。それには、さっき

言いましたように、風がこっちに吹くと仮に放射能漏れがあったとするとこういう影響が起

きるというような、方位ごとに例えばシュミレーションしたりというのもあるんですね。そ

れは今言った原子力防災計画というのに定められて一応いるんですよ。テレビでどういう放

送があったかというのは、私は多分見たような記憶はするんですけども、検証しておいた方

がいいというご意見もあるんで、少しこの次にその防災計画上、今言ったその放射能漏れが

仮にあった時に防災計画では風向きの関係でどうなるとか、どういうふうになるんだという

のを考えているんだとか、住民避難どうするんだというようなことをちょっと説明をさせて

いただきますので、それはこの次の宿題ということにさせていただきたいと思いますんで、

よろしくお願いをしたいと思います。 

じゃ、武本さんお願いします。 

◎原発反対刈羽村を守る会（武本） 

始まってから１時間たちまして、今日こういう日程でというのは事前にもらっているんで

すが、今回の一連の不正事件、何が問題だかとということからですね、あたかもシュラウド

の問題とですね、再循環配管と、気密漏えい事件に限定してですね、議論が進んでいること

に対して、やはりちょっとおかしいんじゃないかという立場を表明させてもらいたいんです

よ。というのは、現行制度では、国が一元管理するということになっている。これは事実と

してそういうことはあるんだけれども、例えばシュラウド、２年前ですか、福島２号、３号

ひび割れがあった時に、国は４カ所調べればいいということで、その検査を４カ所指示した。

しかしそれ以外の場所で修理しなければならないような問題が起きている。このことを今回

の不正発覚の時に、国は何て言うんですか、誤った指示を出したままスタートしているわけ

ですね。そうすると、私にしてみれば、あるいは他の人はわかりませんが、国の基準が間違

っていた。こういう国がやったことを、このシュラウドのそのそういう場所に限定した検査
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で異常なしというような判断をしていいのかということが問題になるわけですよ。それから、

その再循環配管にしても、今までは１０年、２５％、なんてかなりラフな検査で事足りると

いうのが国の基準でしたよね。それが今回はかなり丁寧には調べているとは思いますが、過

去５年の検査が検査対象から脱落している。それでいいのかみたいな議論が私はしたいんで

す、例えばこういうところで。今日という意味じゃないですよ。しかしこういうものが議論

でどのタイミングでどこで乗せるかというのが、実は１回目でも私は言ったことでもあるん

ですが、そういうことに対する議論が無いまんま、決められたプログラムに基づいて進める

ということでいいのかどうか。今日の７番まで見るとその他にはそれは入りそうですが、何

か２番の第１回以降こういうことをやりました。それで以上なしですから再開の要請をして

いますという東電の話だとか、こういう日程がありましたということに対して、その追認機

関でもないと思うんですよ、この会というのはですね。そういう意味で、ちょっとこういう

やり方でいいのかなと。それで、そしたらどこで議論したらいいかわかりませんが、説明が

あって、それに対してその意見をいうような形でいいのかということに、ちょっと私は個人

的には疑義があってですね。例えばこういう所を点検してくれということを例えばここで言

ったとしますよね。そうしたものが、その県の関わりだとか東京電力の調査だとかに、調査

と言うんですか検査と言うんですか、そのそういうものにどういうふうに反映するのか、あ

るいはしないのか。こういうこともルールみたいなところでちょっと、ルールといいましょ

うか、この会の性格みたいなところで１回議論してもらいたいなというふうに思うんです。

今日、その中身を議論する時間はないということは承知した上で、言いたいのは、何かその

急に３項目、シュラウドと再循環配管と気密試験に限定して、その議論が進んでいるという

ことに対して、それは違うのではないかと。まだ、見落としがあったんじゃないか。それで

良しといった国が不十分だったということは現に今起きていたことですから、そういう議論

も対象になっていいんじゃないかと、そういうふうに思いまして、こんなことを言わせても

らっているつもりです。 

◎議長 

事務局、何かそれに対するあれ、ある、なければ私の方から答えますけれども。決してさ

っき言いました３点とかシュラウドとこれとこれということで限定して話を進めているとい

うことではありません。あくまでも第１回のこれから、地域の会からですね１カ月近くたっ

てますんで、こういうことをやりましたということを報告で、これに対する質疑をいただい

ているつもりですので、これは前提に、これ以外こうなっていますが議論しちゃならんとい

うことでは決してないというふうに思います。その点はひとつ誤解のないようにお願いした

いと思いますし。 

それから本質的に、前回から武本さんがおっしゃっているそのこの会というのは何を議論

するんだと、今おっしゃっているような国の検査の問題点とかは、やはりちょっと議論の俎

上に上げるべきではないかというご所論は我々としても認識しておりますので。ただ、どう

いうタイミングでどういうふうにそれをもっていけばいいのかというのは、ちょっと今、

我々としても計りかねているということですので、そういう中でまた模索をしながらまたや

らせていただきたいというふうにお願いをしたいと思いますけれども。 

◎かしわざき男女共同参画プラン推進市民会議（新野） 

新野です。お願いします。阿部さんのご意見で発言させていただきたいのですが。私も同
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感の意見なんですけれど、このトラブルの以後、何とかして私なんかの立場では、できるだ

け早いうちにより良い方向に向いて軌道に乗っていただきたいと思うんですけれど、今まで

されていた流れでは、もうなかなか納得とかできる状況に今ないと思うんですよね。今、県

の方のお答えで、法律ではそういうものはされないとかという答弁をよくわかって、皆さん

わかっていらっしゃると思うんですけれど。法律のままの流れで、じゃあいいのかというと、

法律というのは多分こうしなさいと言うんですけれど、こうしてはならないということはな

いんだろうと思うので。そうすると技術委員さんが、そちらとの関連で補足されたりご相談

される相手というふうな形なんでしょうけれど、これは超特殊な時期なわけですよね。そう

なれば特例を設けて、度々ということではなくても、その技術委員とみなした県の選ばれた

方に１度なり何なりご足労願って、県民が納得するような形で立ち会いを一緒にしていただ

くとか。だから今までにない流れを何かつくっていただかないと、なかなか難しいと思うん

ですが、そういうことが可能なのかどうかと思うんです。いかがでしょうか。 

ずっと安心と安全は別のものだというふうに言われてきたと思うんですけれど、技術的な

ものは何か安全に近いもので、安心というのはその法律外のところにあるんじゃないかと思

うんですが。今までの法律でカバーされなかった部分という。 

◎原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

技術委員会を立ち上げたのが２月だったと思うんですが。その前に、技術委員というのを

立ち上げる前に、もう１０月の時点に結果的にはその先生に技術委員になっていただいたん

ですが、お二方に同行していただいて。その時、安全協定によると、自治体の職員以外は立

ち入りはできないというのが明記されているんですけども、東電の方にこういう専門の先生

を助言のために連れて行くということで了解をいただいて、それで一緒に立ち入り検査をし

たという経緯がございます。その後も漏えい率検査の時なんかもそうなんですけれども、毎

回ではありませんが、先生もそれぞれ大変ご多忙なんで、毎回ではありませんが必要に応じ

て、その技術委員会を立ち上げた後、その技術委員の先生方にも同行いただいたりというこ

とはしておりますし。それから技術委員会というのは委員会をいつも開いて全体で何かを決

めるというのではなくて、必要に応じて我々の方から直接お伺いをしたり資料をもらったり、

お聞きをしたりというようなことを頻繁にやっております。そういう形で、今のおっしゃっ

たとおり、その安全のまさに技術的な面ですね、そこの面のチェックを最大限我々、法律な

んか所管しておりませんが、技術的にそういう先生の助言をいただきながら、最大限技術的

なチェックをしております。また、今の傷あり号機についても、我々の検討した結果を今ま

とめておりますので、お示しする機会があるかと思いますが、鋭意やっております。 

◎議長 

新野さん、いいですか。 

◎かしわざき男女共同参画プラン推進市民会議（新野） 

データだけを後から見ていただくような、その最終的なこの日があるわけじゃないですか。

検査の最終の日とかいうところで、ご一緒に立ち会っていただくようなことはないわけです

か。 

◎原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

今回の７号機に時には、６号機の時には立ち会ってもらいましたけれども、７号機は･･･

それは毎回というわけではありません。やはり節目節目ということで。 
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◎新野 

じゃ、６号機で立ち会われた。 

◎原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

はい、そうです。 

◎西山町（渡辺丈夫） 

先ほど阿部さんが県の方に聞かれている、私の理解ですけれど、要するに６月３日の漏え

い率検査という言葉で終わっているから、間違いなくあなたたちは検査しているんですかと

いうことを指摘されたと私思うんですけれども。私も見学をした時には、保安院の方々がそ

の確認をしている状況を私も把握しておりますし、その後にこの日が来ているわけで、多分

これは漏えい率検査の把握をされた、あるいはチェックされたという言葉でないと誤解を招

いてしまうだろうと私は思います。ですから、こういうふうな文章で終わってしまうと皆さ

んが誤解してしまう。あるいはその権限があるんですかと聞きたくなるんじゃないかと私は

思います。 

◎議長 

情報の出し方といいますか、事実、結果も含めて出せるものは正確に伝えてくれというこ

とだと思いますので、以後そのようにお願いをしたいと思います。 

佐藤さん。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

この間、保安院の説明会の時にもちょっと話しをしたんですが、今回の発端は昨年の８月

７日の日に、東京電力が保安院に事故隠しの問題について持っていったということで、それ

が８月２９日まで発表になるまで、実は３週間ぐらいあるわけです。そしてその間には最大

の電力需要、いわゆる日本列島全体で最大の電力、電力が一番いっぱい使われる時期があっ

たわけでして。やはり保安院というのはそれを発表したら止めろということが必ず要求とし

て出てくる。だからそれはやはり、その時期が過ぎてから発表した方がいいんではないかと

いう配慮をしたんではないかというふうに私は質問しました。そのことについては直接そう

ですということは当然なかったんですけれども、そういう問題。あるいはさっき武本さんが

言ったみたいに、いいですよ、大丈夫ですよと言いながら、実はそうでなかったというふう

なことも国としてはあります。ですから、事故隠しは悪いけれども安全上問題ないから運転

していいんだというようなことを保安院が言ってきた。しかし先ほど阿部さんとか新野さん

から意見が出たみたいに、それを何とかならんのかというのは、やはり地方自治体が決めて

きたんですよ。なぜかというと、県だとか地元自治体がやはり要求をして結果的には止まっ

たわけですよね。国なんかは当てにならんわけです。言い方をちょっと適切じゃないかもし

れないけれども、国というのはすぐ止めろとは言わなかったわけです。結果的には地方自治

体の長が主張して止めたわけです。もっとひどい話があるんですよ。原子力安全委員会のこ

の間来た委員長が、昨年の９月５日に５２０万キロが止まったというのは常識的には異常と

いうふうに言っているんですね。東京電力の原発が５２０万キロ止まった時点でもう異常だ

と言っているんです。ところが結果的には最終的に１，７００万キロ全部止まったわけです。

それで、じゃあ、途端に電気が止まったかというと、そういうことにはならなかったわけで

す。本来なら安全に責任を持つはずのそういうところがちゃんとしないというのは、一元的

に責任を持つと言いながらそういう実態になっていないというところが、やはり問題だし、
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そういう意味では、やはり我々の発言もいろいろと受け入れろとは言わないけれども、そう

いうものもやはり参考にしながらいっていただかなければならないという問題がやはりその

辺にあって、この会の存在意義があるんだろうというふうに思っています。 

そこで、今回の６、７号機の問題なんですが、先ほどから話が出ています。シュラウドと、

それから再循環配管が無いんだと。それから気密試験に合格さえすればそれでいいんだとい

うふうに言われています。これは多分、保安院の指示に基づいて行われたことなんだろうと

いうふうに思ってますが、我々はこれについて非常に不満を持っています。というのは、６、

７号機というのも計画の段階から、まずは欠点があるんじゃないかというふうに我々は考え

ていましたし、専門家の間でもいろいろ指摘がありました。それが今回その検査の対象にも

なっていませんし、今まで調べられたかどうかも我々わかりませんけれども、インターバル

ポンプのノズルの部分なんです。これはもう計画の段階からここは危ないよというふうに言

われてきているわけですから、結果的にどういうふうな形でどのように検査の結果とか、今

までの状況とかというのを教えてもらえばいいのかというのは私今すぐ具体的にはわかりま

せんけれども、そういうものがやはりきちんと明らかにされていかないと、さっき出てきた

安全とか安心とかというものを両立させることというのは、やはり不可能なんじゃないかな

というふうに思います。 

◎議長 

インターナルポンプなんていう、また専門用語出てまいりました。そこいらも含めてわか

りやすく完結にコメントをしていただきたいと思います。あの住民説明とかという場面であ

ると思うんですけれど、できるだけ簡潔にお答えできることをお願いをしたいと思います。 

◎柏崎刈羽原子力発電所長（武黒） 

インターナルポンプのノズルについて問題があるんではないか、調べてないんではないか

というご指摘だと思いますが、この部分については、また時間があれば図などを使ってご説

明したいと思いますが、このノズル部分は調査が可能なように設計されておりまして、また

現実に６号、７号についても、これまでに調査を計画的に行っております。ノズル部分の詳

しいことは、また別な機会に譲らせていただきたいと思いますが。そもそもここの部分がそ

ういう実際のそのものの状況からすると、仮に壊れても安全性の上で大変高い問題になると

いう事柄ではないというふうに考えられておりますが、なおかつそれでも点検できるように

なっていて、現実に点検しているということで、詳しいことはまた後ほど改めてご説明させ

ていただきたいと思います。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

ちょっと言いますけど。それだってあれでしょう、１０年で全部だから、１０年に１回し

か見ないということに、何かこの間の保安院の説明ではなっているみたいなんで。それで十

分だかどうかというのは我々はやはり疑問だと思っていますから。 

◎議長 

そういう声があったというので留めさせていただきたいと思います。 

◎原発反対刈羽村を守る会（武本） 

今のような話なんですよ。実は再循環配管は１０年で４分の１を調べればいいというのが

現行基準だったわけですね、不正前というか、発覚前の。結局その今、所長が言ったように、

今の基準が信用できるかどうかという議論が片方にあるわけですよ。それに対して保安院、
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東京電力がやっているのは、従前基準でいいということでやっているだけじゃないかと。そ

の場所が果たして問題かどうかは別として、そういう具体的な心配をみんなでしているわけ

ですよ。そういうことを現実に進む再開だとか何かいう日程だとかですね、色々な日程があ

るわけですね。その中でこの会がどういうふうに関連づけた議論ができるのか、すごく大事

なところだと思うんですよ。それに対して説明があって一定の議論があって、ここでも承認

されたみたいなことにされることに対して、私は疑義があるということを言っているんです

が。ただ、内容を今日言うつもりはないんですよ。ただ、そういうことも日程に有効にコミ

ットできるようにするにはどうしたらいいかという議論を、ぜひ早いうちに１回してもらい

たい。それは全員でやるのがいいのかどうかも含めて、ちょっとそこらを工夫してもらいた

いんです。 

◎議長 

ご主張の趣旨はわかっているつもりです。今の中で先ほどお話になっているのは、また言

葉はあれですけれど限定された方になってしまっているんで、なかなか議論がついてこれな

いという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。ただ、そういった大事な議論であ

るというのも一方でありますし、かと言ってくどいように私申し上げてますけども、これは

何て言いますですか、どこまでこの会が権限があるかという、そこにも関わってくるわけで、

そこを動かしていいとか止めろとかという、そういうその認知するまでないというのは共通

認識としてあるはずですので、今のご主張はご主張としまして、ちょっと我々の方でも事務

局でも、また皆さんとお諮りをしながら、そういう場は必要なのか。必要だとすればどうい

うタイミングでどういうことができるのかというのは、ちょっと検討させていただきたいと

思います。今日は限られた時間でもありますので、また他の話題もあります。くどいようで

すけれども、ここで聞いて皆さんの方で認知をされたというようなことを、運転再開の認知

をされたというそういう会ではないということをもう一度確認をしていただきたいと思いま

す。 

◎社団法人柏崎青年会議所（阿部） 

私の意見ちょっと誤解を生んでいるようなのでちょっと確認をさせていただきたいのです

が、私は基本的に法律の定めですとか現行の基準を容認しているというか理解をしている一

人であります。先ほど申し上げたのは、権限のある方が立ち会いをされたのはそれでいいん

ですけれど、その辺を責任者と権利をもっと明確にもっとすべきであろうということを申し

上げたんであって、今のやり方が不適切なんで、二重三重のやり方をして下さいということ

を申し上げてはいないんです。保安院なら保安院が規制をされているんであれば、保安院の

方の規制の中できちっと毅然と手続きを踏んで下さればいいと思うんです。そのことがいい

かどうかということと、今後どうあるべきかということは議論があっても構わないと思いま

すけれども。何て言うんですか、一つのことに対して権限の無い方が二重三重と物事を進め

るということは、必ずしも好ましい状況じゃないと思いますので、ちょっと誤解を呼んでい

ると思いますから、その辺だけはっきりさせていただきます。 

◎原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

今回のこのいわゆる東電不正問題というのは、東電のこの不正に対する不信というのがも

ちろん強いわけですけれども、それにあわせて国がいわゆる申告があってから２年近くもさ

したる調査も進展もなく、おまけに我々地元にも、我々自治体にも一切話しをせずに、突然
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の８月２９日の発表になったということで、我々自身もそういうことに対する国に対する不

信というのは極めて強いものがあります。知事も県議会の答弁でそれは明確に述べておりま

す。私たちもその認識はまた変わっておりません。やはりそういう中で、まだまだ決して十

分だとは思っておりませんけれども、我々自治体の方でも、そのチェック機能の強化をしよ

うということで、先ほどのその技術委員という先生方をお願いをしたり、今のこの地域の会

なんかもまさにそういうことですけれど。そういう形で我々もまた協力する。そういうその

技術的なチェック機能をさらに強めると。その中で一つ一つの東電がやっているこの検査に

ついてもチェックをし、それから国がその検査に基づいて、いわゆるひびの進展解析だとか

何かという、いわゆる健全性評価ということをやっていくわけです。そのことについても一

つ一つこういうデータをもとにしてやっていくその理由は何なのか、この安全性はどうなの

か、どれだけ安全性が担保されているのかということをギリギリと我々のその乏しい能力の

中で精一杯今やっています。我々事務も権限のない中でやっておりますけれど、県、自治体

がまたそういうことで今いろいろ努力をしているということもご理解を願いたいというふう

に思います。 

◎議長 

浅賀さん。 

◎プルサーマルを考える柏崎刈羽市民ネットワーク（浅賀） 

３号機を２日の日に見せていただきまして、決して安全じゃないんですよね。三重の手袋

をして、みんな衣服を着替えて入って行きまして、さらにそこはＣ区域ですか、汚染されて

いるところで、そういう状況であっても触らないで下さいと言われるような状態なんですよ

ね。ですから決して安全ではない。それを安全をどのようにみんなが守るか、どういう努力

をするかというところを、私どもは透明性をというこの会に委ねられたんだろうと思うんで

す。あそこは補修作業を見せていただきまして、非常にショックでした。さらに私どもはも

っと考えなきゃいけないなとさえ思いました。ですので、今、武本さん、佐藤さん言われて

ますが、この会がどういう会であるべきか、どういうふうな会の持っていき方をしなきゃい

けないかというのも毎回言われるようですけども、２４人で考えるのも大事かなと思います

が、広報委員ができたように、数人の方が事務局と一緒になって、もうちょっと方向性を持

った討議ができるような場にしたらいいんじゃないかなという考えがあります。 

◎議長 

事務局とすればありがたい提案で、そこも含めて少し考えたいと思いますので。 

佐藤さんあれですか。佐藤さん、どうぞご発言。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

どんな進め方をするのかというのを、特に議論する人たちを決めて……………………、２

４人で……………だと、大変だと思うので。 

◎議長 

わかりました。ありがとうございます。という意見なんですが、そういう方向で事務局で

ちょっと考えさせていただいて、またご提案させてもらうということでよろしいですか。 

はい、田辺さん。 

◎柏崎ニューエネルギーリサーチ（田辺） 

その他の所で言おうと思ったんですけども、たまたま谷中課長が今、言われるように、国
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に対してその県としての不信感をもっていらっしゃると言うので、先日の６日の日の市民会

館での保安院の説明を聞きまして、責任をとってないですよね。全く、減俸ぐらいですよね、

院長は。これで果たして内外に対してのその保安院としての権限と言いますか権利、そうい

うのはあるんでしょうかね。私は当然道筋がついたらおやめになるんだろうなと思ったんで

すけども、どなたか質問された時もそうでしたよね。何かそれを聞いてちょっとがっかりし

たんですけども、県としてはどうですか。その辺、自治体としてももう少し国に対して保安

院に対する厳しい目をもっと向けないとですね、あれだけで済むならば誰だって何か院長は

やれるような気がするんですけども。経産省の方は大臣を更迭せよということではないんで

すけど、せめてその大臣が保安院の院長ぐらい更迭してもいいんじゃないかというふうに私

は思いますけれども、いかがでしょうか。 

◎原子力安全・資源対策課課長（谷中） 

その返事を私にしろというのは大変酷な話で、それ以上は勘弁してください。 

◎柏崎ニューエネルギーリサーチ（田辺） 

東電さんは責任をとられているわけですから、その監督責任が全然なっていないんじゃな

いかなと思うわけです。 

◎議長 

ちょっと私らに求めるのはちょっと、この返事は酷だと思います。保安院の方で出先の方

で事務所の方もいらっしゃるんで、多分この雰囲気は伝えていただけると思いますんで。 

◎柏崎ニューエネルギーリサーチ（田辺） 

ぜひ、伝えて欲しいですね。 

◎議長 

はい、宮崎さん。 

◎柏崎刈羽原発を考える地域連絡センター（宮崎） 

そういうことをここでみんなで、決というか、私らみんなそう思っているよと、今の保安

院の体制じゃダメだということで、地域の会の人たちがみんな賛同しましたよということを

まとめると、すごく良くなるんですよ。 

◎議長 

宮崎さん、それは伝わると思いますので、そのための会ですので。そのためにオブザーバ

ーとして来てもらっているんで、それを受けて保安院が具体的に責任を、保安院長が責任を

とるかどうかというのは、それはその次の判断ですので。地域の会としては、やはりここで

あった発言はきちんと伝えると、伝わるというふうに思っていただいて結構だと思います。 

◎柏崎刈羽原発を考える地域連絡センター（宮崎） 

私はもっと時間をかけて、保安院のあり方もみなさんと話をしていきたいと。 

◎議長 

それは一つの話題だと思いますけれども、今日の話題はまたちょっと別のところにしたい

と思いますが。 

保安院の責任のとり方というのも、我々行政としても不満は持っているんですけれども、

今日そればかりやっているわけにもいきません。あと残された時間ありませんので。今して

いる議論というのは極めて、皆さんから根源的に言われているこの会の持ち方という一つの

重要なテーマにつながるんで、ちょっと時間をかけさせていただいたんですけども、いずれ
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にしても今ほど浅賀さんと佐藤さんから提案ありましたように、少し今後の進め方につきま

しても、もう私もだましだましやらせてもらっているという、自分をですよ、自分をだまし

ながらやって、当然これでいいのかなという疑問を持ちながらやらせていただいているんで、

試行錯誤させてもらっているんですけども。そういう少しメンバーを募りまして、濃密な議

論をちょっとしたいというふうに思いますんで、それそういうことでご了解をいただければ

そうさせていただきます。いや、今言ったようにここでワーと何か言ってそれでいいんだと

いうことであれば、それはまた別ですけども、何か皆さんのご提案の方がいいような気がい

たしますので、そういうことでいかがでしょうか。 

◎かしわざき男女共同参画プラン推進市民会議（新野） 

基本的にはいいんですけど、２４人のメンバーが大体２時間の中で発言というのは最初か

ら不可能なわけで、私なんかは逆、技術的なことは非常にいつも聞き役で勉強させていただ

いているんですけど、だからそういう情報も知りたいんですが、自分が発言できるテリトリ

ーもある程度決まってしまうので、そうするとその委員さんそれぞれの個性というか資質と

いうか、それで視点というんですか、の希望も逆に同時に吸い上げていただいて、幾つかの

ブロックに当然なっていくんでしょうから、それでその数人の委員さんと本人の意思と言う

んですか、一つか二つ優先順位で自分がこれとこれがこういうところで何とか議論について

いけるだろう。あとは逆に勉強させてもらって、早いうちに追いつきたいというような形で。

全体会の前半をグループのような形にしていただくなり、そしてやはりよそで討議されたこ

とも同時に聞きたいわけですので、後からそれぞれのグループの中身を聞かせていただける

ようなシステムも一つの案として、それを取り上げてくれという意味じゃないんですけども、

そういうこともどうかと思うんですが、お願いできますでしょうか。 

◎議長 

わかりました。ただですね。ただといいますか、わかります。そういう方向でちょっと検

討をいろいろ、皆さんがやりやすいようにやりますが、ただ、３回の準備会と、それから予

備会議でご説明をさせた、あの基本の線は堅持をさせていただくということで、また事務局

で調整をして、どういうふうなやり方がいいのか、皆さんのご意見も伺いながらちょっと検

討したいというふうに思います。基本は崩さないというのを皆さんの共通認識として、ご理

解いただきたいと思います。 

１番が長くなりましたけれども、なければあと３０分。今の関連ですか、１番のことで。 

◎西山町（渡辺丈夫） 

先ほどからいろいろな部位とかそういうところで論議されますけれども、やはり私も先回

から言っているように、保障体制というものを皆さんが理解しない限り、これ、もう、その

個々のところに行ってしまって先に行かない。多分皆さんがそれをある程度説明を受けてく

ると、シュラウドの所、あるいは配管の所の工程が変わりましたねとか、あるいは変更しま

すねとか、こういうふうな所に変更されているわけですけれども、製法が変わるわけですか

ら、こういう所のそういう規程というか、基準というものがはっきりしているわけですから、

それは私も知りたいのは、保安院がこれで良しという最終結論を判定するのか、それとも東

電さんのその内規でそれが良しとされているのか、その辺の所はまだ私にもわかりません。

そういう所を詰めてみますと、国の関わりというの相当はっきりとしてくると思います。た

だ、はっきりしているのは圧力容器だとかそういうものは間違いなく認定もしているんでし
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ょうし、許可もしているんでしょうし。そういうことで東電さんが全てその基準を社内で作

り、そのままＯＫというような形には見受けられないんで、そういうシュラウドであり配管

であり、そういうところが本当にどういうふうな基準で誰が承認しているのか、その辺をち

ょっと知りたいなということと。 

例えば皆さんこの間、配管、あれを私も見ていますけれども、４００φとか６００ぐらい

の配管使っていますけれども、あれは本来、圧力容器とみなされているのか、されていない

のか、そういうことも実際にはその決まりの中にあるはずですから、その辺もそういう中で

ああいうリングを使ってやって、誰が許可しているのか、あるいは承認しているのかという

のがだんだんわかってくると思うんですよ。ですから、そこまでいかないと仕組みがどうな

っているのか、あるいは東電さんの規程がどうなっているのか、検査基準がどうなっている

のかという、この個々のところを知りたければ、そこに入って見る、しょうがないんですね。

だと私は思ってます。そんなところで、これ最近の話ですからちょっと余談になってしまい

ましたが、感想はそういうふうに思っています。 

◎議長 

基準等について国と東電さんとの関係、どっちがどうなっているんだというあたりを簡潔

にお答えしていただけますか、東電さんの方で。 

◎柏崎刈羽原子力発電所長（武黒） 

構造物につきましては、国の基準がございます。材料を使っていい材料ですとか、あるも

のの設備の重要度だとかいうことに応じて、どういう設計が必要かということは国の法律に

基づく基準の中に規定されておりまして、それ以外のものを使う場合には特殊施設設計とい

う別な方法をとる必要がございます。それから検査につきましては、その技術基準に適合し

ないものでないことという二重否定になった表現で規定がございます。ただ、これは非常に

漠然とした、というか一般的な表現ですから、具体的にそれをどうするかということについ

ては個別のものによって定める必要がございます。それについては非常に多くに使われてい

るものの場合には、国がさらにそれを慣例的に定めているものもありますが、ものによって

は非常に特殊なものの場合には、そこは私どもの方で具体的な判断基準を明示して、これに

ついて国の個別の評価を受けた上で検査をするというようなやり方を普通とっております。 

必要でしたら、また時間をいただけたり機会をいただければ、さらに詳しいご説明をさせ

ていただければと思います。 

◎議長 

内藤さん、どうぞ。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

内容ではないんだけれど、今言っているのはどの議題で何を審議しているんですかね。さ

っぱりわからない。時間がもう１時間半もたっているのにね。ここに出ているこんな１、２

なんていうのは単なる報告事項でしかないのに、何かそれから派生して何か話が大きくなっ

て、最後は保安院の院長を首にせいみたいなことまで田辺さん言ったりね。 

◎柏崎ニューエネルギーリサーチ（田辺） 

その他で言いたかったんですよ。私はその他で発言しようと思っていたんですが。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

だからそういう発言が出るようなことがね。それは議長、もうちょっとキチッと進めてい
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ただきたいと思いますよ。この会を作った趣旨だとか、この会が何を目的にしているのかと

いうのが、どうもまだみんな考えがバラバラですね。だからそれはキチッとやはり確認して

いかないと。議論は議論でここで２４人がみんなバラバラの色々な立場から出ている人が一

つのテーマで議論なんかできないんですよ。それは武本さんや佐藤さんの専門的な知識を持

っている方が、東京電力や国や県に対して疑問の点を質す、これは説明会でどんどんやって

もらえばいいんであって、ここへ持ち込んでみんなそのレベルが違う人が１つのそういう技

術的なテーマを議論できるはずがないと私は思うんですよ。それは今いらっしゃるオブザー

バーの方にこれ一体どうなっているのか、そんなこといいのかという個人的なね、個人でお

聞きして回答を得るのは、それはいいと思いますけど、このメンバーで議論は私はできない

と思います。そこらをもうちょっと確認して、今後、今はなかなか難しいと思いますけれど

も、この次あたりキチッと整理をして、議長さんからみんなにわかりやすくこの会の意義は

説明してもらいたいと思います。そうしないと堂々巡りしてさっぱり進まない。以上。 

◎議長 

ちょっと弁解をさせていただきますけれども、私の司会が、進行が悪いというのはご指摘

のとおりで、自分でもそう思いながらやっているわけですけども。ただ、会の趣旨につきま

しては確認せいということなんですが、これはもう私らとすればもう３回プラス１やってで

すね、十分理解をしていただいているというふうに思わざるを得ないわけですね。じゃ、本

当にこういった会を発足するに当たってこれをお配りしてお読みいただいたわけですし、そ

の準備会から出席されている皆さんもいらっしゃって、すれば、尚更わかっているわけで、

今ここでこの会の趣旨はこうなんですよというのは、また１からやり直しというのは、これ

はどうもいかがなものかと思います。ただ、仕切りが悪いというのは自分でも承知をしてお

ります。 

今、２番の（２）の第１回以後の動きということで関連してずっとやっているんですが、

基本的には報告事項なんですけども、ただ、大事な要素というのはかなり幾つかの問題で、

会の持ち方も含めてなんですが、結構いい議論、話題は出ていると思うんですね。というこ

とで私とすれば、やはりこれを、いや、それは今テーマが違うからということで切るのは、

今日の場合に限っては、（２）に少し重点を置きたかったなというのは正直なとこですので、

そういう点でちょっと次回以降につながるということで、ちょっとご了解をいただきたいと

思います。やはりかなりテーマを絞って、おっしゃるようにいろいろなレベルの人を調整し

ていくというのは難しいということなんですが、また、その最初の入り口の議論というのは

私とすればやめたいというふうに思っています。 

それで、ちょっと時間も無いのですが、これだけ（３）（４）（５）と議題を出してあり

ますけれども、多分時間的にはあと１点ぐらいかなというふうに思います。それで先ほど全

号機止まって電力の状況はどうなんだというようなことも話がありました。それから冷房が

効いてないで暑いということなんですけども、順番をちょっと変えさせていただきまして

（４）の首都圏の電力供給問題、これをちょっと話題にしたいと思いますので、東京電力さ

んの方でしょうか、ちょっと説明をしていただいて、それについてまた意見交換をしたいと

いうふうに思います。 

◎東京電力（株）企画部部長（村松） 

失礼いたします。私は東京電力本店企画部の村松と申します。本日貴重なお時間をちょう
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だいいたしまして、ただ今、私どもの供給エリアでございます首都圏の需給状況がどういう

状況になっているのかということにつきまして、少しお時間を頂戴いたしましてご説明をさ

せていただきたいと思っております。 

まず、冒頭でございますけれども、様々に専門的な知識をお持ちの方と、それからこの分

野につきましてご専門でない方といらっしゃるかと思いますので、まず基本的なところを揃

えるという意味で、このＡ４判で後から机の上に配布させていただきました、右上に参考と

書いてあるＡ４判の横のグラフを見ていただきたいと思っております。これは今のよく最大

電力とか電力量とかいろいろな言い方、キロワットとかいろいろ言いますけれども、そもそ

もこの定義ではどうなっているのかというのを示したものでございます。このＡ４判の１ペ

ージ目を見ていただきますと、これは毎時毎時の時間毎の電力値を、実際には瞬時瞬時の積

み重ねでございます。私どもがキロワット、電力と呼んでおりますのは、この１時間のです

ね、１時間発電が続いた時の量、１時間の数字です。これを電力と呼んでおります。大体最

大電力が出ます１年で一番需要が多くなりますのは、夏の平日の１４時から１５時の間とい

うことでございます。それでは電力量、キロワットアワーというのは何かと言いますと、こ

の１時間１時間のこの電力の数字がずっと積み重なった面積だとお考えいただければよろし

いかと思います。最大電力というのは、ある時は１年で一番大きいもの。それから毎月でご

ざいますと月々の中で一番大きな１時間値、１日の中では一番大きなこの時間の１時間値と

いうのが電力、最大電力でございます。電力量はそれがずっと面積として積み重なったもの

だということでございます。今、私どもがこの夏、非常に需給量につきましてご説明させて

いただいておりますのは、この電力、高さのところでございます。 

１枚めくっていただきまして、裏側の２ページでございます。これ見ていただきますと、

これは毎月毎月の最大電力、その１時間値の中で一番高いものを毎月毎月のものを並べたも

のでございます。一番下の方を見ていただきますと、これはちょうど１５年前、昭和６３年

度のものでございます。この時の最大電力が４，２０２万キロワット、８月に出ている数値

がございます。この上の方の白い四角、それから丸い白丸で折線になっておりますのが、平

成１３年度、１４年度の毎月の最大電力でございます。これ見ていただきますと、夏が非常

に盛り上がっているのがよくおわかりかと思ってございます。見ていただきますと、平成１

３年度が６，４３０万キロワットというのが出ておりまして、これが今までの最大電力でご

ざいます。この１５年間で２，２００万キロワット。私どもの持っております原子力発電所

の全ての規模のプラントの設備容量を上回るものがこの１５年間で増加しているということ

でございます。また、冬場におきましても、最近、暖房につきましても電気を使われること

が多いということでございまして、夏場と同様に冬場も次第に増えてきているということで

ございます。従いまして、発電所を少し点検して休ませる期間が春と秋のほんの限られた時

間になっているというのが実態でございます。 

３ページを見ていただけますでしょうか。見開きの反対側でございますが。これはイメー

ジが春と夏と冬の１日の、平日の１日の電力需要のイメージを見たものでございまして、こ

れを見ていただきますと一番下春、これは秋も大体同じでございますが、大体これを見てい

ただきますと、４，０００万キロワットをちょっと下回る水準、言ってみれば今から１５年

ぐらい前の夏の水準で、ずっと朝の９時くらいから夕方まで安定しているという形でござい

ます。夏は先ほど申しましたとおり６，５００万キロワット近い水準ということでございま
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して、これ昼が盛り上がる形になってございます。冬場は大体夕方が盛り上がるという形に

なってございます。 

もう１枚めくっていただきまして、左側４ページでございますけれども、こちらにつきま

しては１日の電力需要に対しまして原子力、それからその上にございます石炭、それからガ

ス火力、石油火力、それから水力発電、これをどんなふうに組み合わせているかというもの

でございます。原子力につきましては、非常に安定した供給力として期待されるということ

でございまして、通常、定期検査を終わりますと１年間安定して運転させていただくことが

できるということでございますので、ベース的にフラットな形で運転をしているということ

でございます。 

１枚めくっていただきまして５ページでございます。これは左側は電源構成比、先ほど言

いましたキロワット、最大電力に想定するものでございますけれども、夏のそのピークの６

千数百万キロワットに対しまして、どんな形での比率になっているかというのが左側でござ

います。原子力を見ていただきますと２５％ということになってございます。それから上が

ＬＮＧ、ＬＰＧということでガス、天然ガスの火力でございます。右側が年間を通じました

面積、発電電力量でどれぐらい原子力が担っているのかということでございますが、原子力

は４４％担っていただいております。こちらが新潟県と福島県とほぼ半分ずつの貢献をして

いただいているということでございまして、最大電力と同様に面積の面でさらに大変な貢献

をしているということでございます。 

こうしたところをちょっと見ていただいた後で、Ａ３判で折りたたんでお配りいたしまし

たもので、これ見ていただきますと、この参考資料ということで後ほどお配りしましたもの

がございます。これは６月２日から８月末までの毎週毎週の供給力と、それから需要の数字

を示したものでございます。一番下にございますハッチングのかかっているところでござい

ますが、これが柏崎の刈羽６号機を加えました水力、火力を加えて、今現在私どもが確保し

ております供給力でございます。その上に点点点のまた棒グラフがございますけれども、そ

れはその後さらにこういう状況を踏まえまして、様々な追加供給力対策をやっておりまして、

これを加えたものということでございます。その四角に数字が入ってございまして、ずっと

折線グラフ、白丸の折線グラフがつながっているもの。これは過去５年間で、それぞれの週

での最大電力の実績でございます。これずっと見ていただきますと、おのずとわかると思う

んですけど、６月３０日というところの週で、ここでまずハッチングをしました、これまで

確実に供給力として織り込んでいるものに対しまして、需要の水準、四角の水準が上回ると。

また点点点のを加えました追加供給力の対策を入れまして、ほぼ同様ということになってお

りまして。それ以降については需要の方が供給力を上回る。言ってみれば供給力が不足する

といった状況になってございます。 

もう１枚恐縮でございますが、Ａ３判の当面の電力需給見通しについてという、文字のた

くさん入ったものでございますけれども、これを見ていただきますと、今、その黒のハッチ

ングのところでかけましたものが左下の表のところ、各月の需給見通しのところ、供給力を

いうところを見ていただきますと、６月がずっと見ていただきまして、この下の表の真ん中

のところ５，２００万、それから７月が５，７００万、８月も５，７００万キロワットとい

う水準になってございます。これに対しまして７、８月で大体３５℃ぐらいの気温を前提に

してございますと、これが６，４５０万キロワット。この左下の表の下から三つ目のところ
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の欄でございますが、６，４５０万ころワットというのが出るのではないかと。これまでの

最大の実績が２年前の６，４３０万キロワットでございまして、この若干上回る程度と見て

ございます。これで見ますと７５０万キロワットがまだちょっと足りないという状況になっ

てございます。それにつきましては、右側のところの欄で二つ目の白丸、ちょうど真ん中辺、

検討中の追加供給力対策ということでございます。これが先ほどの棒グラフの点点点のとこ

ろにつながるわけでございますけれども、おおむね３００万から４００万キロワットのさら

なる追加供給力という対策を今とってございます。見ていただきますと、需給応援融通とい

うことで、他の電力会社から応援の電気をお借りすると。それからまた、その下のところ、

試運転電力、これは正式には運転の許可をいただいていないものについて、こういう状況の

中で安全性を確保しながら試運転を供給力として確保していくというものでございます。そ

れから、その下が工場などでお客様がお持ちになっております自家発電につきまして買わせ

ていただく。これ例えばで言いますと、これ右側の表によりますと、どんなものがあるかと

言いますと、ＪＲさん。ＪＲさんは、実はＪＲさんの発電所の中には、この信濃川の水力の

発電所、これも含めましてご協力をいただく予定ということでございます。そのほか幾つか

ございまして、こんな形になってございます。その下に需要対策というのが書いてございま

すけれども、これはさらに私どもがお客様とご契約の中で需給の逼迫した時に、電力の使用

を抑制していただくということで、１００万キロワット強のものを確保させていただいてい

ると、こういったところでございます。今、お客様の方にはこういった形で節電につきまし

て、全てのお客様にお願いをしているところでございます。大口のお客様につきましては、

５月から既に全ての大口のお客様のところに個別に訪問をしてお願いに上がってございます。

また、一般向けにつきまして、１月以降、検針票を使いまして、またテレビコマーシャルを

使いましてお願いをしている。また、６月以降につきましては、検針の時にビラも配らせて

いただきまして、重ねてお願いをするといったことで考えてございます。 

こういったところでございますが、首都圏のお客様につきまして、やはり需給の問題につ

きまして非常にご不満があるという中ではございますが、私どもといたしましては、柏崎刈

羽の６号機以外のものにつきましては、当面、先行きにつきましては十分なご説明をさせて

いただいて…………ございまして、供給力の中に織り込まずにご説明をさせていただいてい

ると、こういう状況でございます。あわせましてお客様の説明会等を行う場合には、福島、

新潟、こちらにおきまして、今までどれぐらいの供給力につきましてご貢献をいただいてい

るか。また、原子力が止まっておりましても水力、それから火力ということでご協力をいた

だいているということで、その場を活用させていただきましてお願いをしているといった状

況でございます。 

私からの状況につきましてのご説明は以上にさせていただきまして、あと、ご質問等ござ

いましたらお答えさせていただくということにさせていただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

◎議長 

マスコミ等の報道でも、電気が足りないと首都圏が、下手すれば停電になるというような

報道もあるわけなんで、ちょっと我々としても、そうは言いながらこっちの立場はどうして

くれるんだと言いたいところなんですが、今、説明をいただきました。ご質問、ご意見があ

ればちょっと伺いたいと思います。 
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はい、浅賀さん。 

◎プルサーマルを考える柏崎刈羽市民ネットワーク（浅賀） 

ちょっと幼い質問かもしれませんが、消費地の関東地方の、東京都民でもいいですけれど

も、電気が足りなくなる危機感を持った申し入れみたいなものがございましたか、東京電力

の方。 

◎東京電力（株）企画部部長（村松） 

ただ今、各地で主に商工会議所の場を使わせていただいたりとか、それからあと様々な機

会を使わせていただきまして、大口のお客様、また中小の工場、事業所のお客様、ご家庭の

皆さまにご説明をさせていただいておりますが、やはりそういった場で、かなり切実なご質

問というのは多数出てございます。ただ、やはりその首都圏におきまして、こういった新潟

並びに福島でのこの貢献につきまして、本当に十分なご理解を賜っているのかというところ

につきましては、恐らく皆さま大変ご意見があろうかと思っております。この節電をしてい

ただく、また、このご説明の中で必ず、新潟、福島の貢献につきまして、改めて皆さんにご

説明するということで、少しでもこういった貢献につきましてクローズアップをしていけれ

ばということで進めているところでございます。 

◎議長 

質問の内容はそういうことでなくて、申し入れが強くあったかどうかということを聞きた

いわけですよね。 

◎プルサーマルを考える柏崎刈羽市民ネットワーク（浅賀） 

無いと思うんですよ。皆様が出かけられて電気が足りなくなるという説明はあると思うん

ですが、私の兄弟も東京に住まいしてますし、娘もいますが、そういう都民から、住民から

そういう申し入れは無いと思うんですね。それを私どもの原子力の設置点のここで不安を抱

えている住民が、電力が足りないことまでも私どもが悩み考えなくちゃいけないのかなとい

うのは、非常に不合理な話なんですね。武本さんも二度ほど新潟日報の方に掲載されたと思

いますが、数字等で私どもが皆さまの資料に対抗するという気持ちは毛頭ございませんし、

その辺を考えていただきまして、本当に足りないか。運転再開のためにあおっておられるの

ではないかというのがどうも私の中にありまして、発言させていただきました。 

◎議長 

立地点の住民の気持ちとすれば率直なところだと思うんですけれども。 

他にご意見。 

◎原発反対刈羽村を守る会（武本） 

この数字ですね、今、このグラフで書いてあるのは間違いだろうとは言いません。しかし、

今日の資料をよく読むと、私が引用する数字は内閣総理大臣が国会の質問質疑書に対する回

答で引用していた数字の確認をしたいだけなんです。この数字で夏場、東京電力幾ら、何日

間足りないんですか。それは合計で何日ですかという質問に対して８日間です。あわせて２

８時間分ですという回答がありました。詳しいことは言いませんが、要するに１日でも午後

２時を前後にして２、３時間、あるいは日によっては５時間見たら、言い方でいいんですが、

それが供給力を超えるのは８日間しかありません。そして累積時間数で２８時間という数字

で出ていたと思います。そうしますと皆さん、盛んに需要開拓をされて、昭和６３年と今、

１５年前という数字が出ましたが、天皇が亡くなる年ですよね。前の年と言いましょうか。
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こういうことを見れば、５割増になるような電力消費の拡大が本当に良かったのかどうか。

こういうことも含めて、もうある施設で皆さんの側でも検討されていますが、ある施設を効

率よく運用する方が皆さんだって得なはずなんじゃないか。ピークと最低の需要の割合が半

分を割るような施設のあり方なんていうのは、国民の利益みたいなことからいってもおかし

い。そういう意味でその辺の工夫。例えばピーク時に冷房を３０分の交互運転にすれば。そ

んな単純にいかないとわかった上で言わせてもらいますが、ちょっと暑くなったなというの

を交互運転でやれば、何も問題ないじゃないか。例えばそういうようなことを工夫してもら

いたいんですよ。そしてこれを契機にしてエネルギーのあり方みたいなことで、そのコンセ

ンサスを得ることが今求められていると思いますので。質問としては国会で政府が回答した

のは８日間、累積時間で２８時間でしかないと。こういう数字から危機なんていうことに関

しては、およそ程遠い状況。それだけ皆さんが過剰設備を抱え込んでいるんじゃないかとい

うふうに思いまして質問します。 

◎東京電力（株）企画部部長（村松） 

まず、８日間でございますけれども、昨年の。私どもは８日間程度というふうに見てござ

います。６，０００万キロワット以上の需要が発生するのは８日間程度と見ておりますが、

これは７月、８月、９月の頭にかけまして、いつどこででるかがわからないというところが

１つございまして、ここが非常に私どもとしては頭を痛めているところでございます。 

それから私どもの需要方策でございますけれども、需要方策につきましては、基本的には

蓄熱のシステムによりましても、この冷房空調需要が非常に増えているわけでございますけ

れども、夜間に運転をシフトしていただいて、中間を伸ばさないという形でお願いをしてい

るところでございます。 

それから、先ほど需給調整契約ということで、昼間のピークを押さえていただくことによ

ってやるということでございますけれども、実はこの需給対策によりまして昨年に比べます

と、恐らく５割ぐらいの、今現在、まだ６月いっぱいまで、ぎりぎりまでご加入をお願いし

ているわけでございますけれども、５割増しぐらいのご加入をちょうだいしていると、こう

いう状況でございます。この中で今、私どもとして一つメニューとして入れておりますのは、

こういった事業所におきまして、なかなか工場でございますと生産そのものを少し昼間抑え

るということできるんですが、なかなか事務所ビルでできないということでございまして。

一応今お願いしてございますのが、この需給調整契約の中に５％、そのピークの電力を削減

していただきますとご加入いただけるということで、今年、非常にメニューを入りやすくさ

せていただいております。例えばエレベータ、空調、照明を、それからパソコンも節電モー

ドにするとかですね、ちょっとした工夫を積み重ねることによりまして、５％のピーク削減

でもこのご契約にご加入いただけるといった形で、私どもといたしましては精一杯の努力を

しているといったことでございます。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

◎議長 

武本さんの聞かれていることの答ではないような感じを私はしたんですが、それはそれと

して。 

◎原発反対刈羽村を守る会（武本） 

８日間という数字の確認ができたと思いますから。ある意味ではごく限られた時間でしか

ないんだということさえ、共通になっていればそれでいいと思うので。 
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◎議長 

まだ発言されていない方、ぜひ、このことは聞きたいということがありましたら。あるい

はご意見でも結構ですけども。いいですか。 

宮崎さん。 

◎柏崎刈羽原発を考える地域連絡センター（宮崎） 

聞きたいということと、もう一つ、それこそこれを皆さんどう考えるか一人一人ご意見を

発表する大事なテーマだと思います。 

質問を一つ言わせてもらいますが。今、発表ありましたけれど、電力の需給というんです

が、この中でいわゆる企業関係が使っている電力と家庭が使っている電力がどのぐらいなの

かということは報告ありません。テレビによるＣＭ等を流されると、みんなあおられるのは

各家庭ですよね。多分この中で電力の大消費というのは企業なわけですよね。企業の協力が

あればできるんじゃないかというその意見あるんですが。そういう点で、今、一体企業がど

れぐらい利用しているのかということを教えていただきたいということですね。 

私の考えなんですが、大体、今こういうお話しをして、何を一体私らに伝えたいのか。や

はり、浅賀さんがさっき心配されたように、だから原発を動かして下さいよという話になり

やすいのかね、なりやすいというふうに私は思っているんですが。もっと根本を言えば、こ

の地元の人たち、市民は、やはり原発を動かすことに不安があるんですよね。ひびが入った、

壊れた、黙っていた。そういう体制とか、何かやろうという時には、私もよく言うんだけれ

ど、プルサーマルをやりたい時には、ひびがあっても隠して安全だ、安全だと言ってやらせ

ていたという、ああいう私らも何かやろうという時には、それこそ本当に市民をだましてで

もやろうという、そういう姿勢に立ってやっていく、こういう電力とか国の体制というのは

非常に不信を持っているんですから。これを解かない限り、幾ら電力がこういうふうに足り

ない、足りないと言われても、じゃ足りない、国にしてくださいよとでも言いたくなるんで

すよね。もっとやはり私らが原発に対する安全とか安心ということをもっと大事にしてもら

いたいというのがありまして、これで報告されても、だから原発動かしてもいいですという

気にはとてもなれないんですけども。そういう点で皆さんは、ぜひ、意見表明をしていただ

きたいというのが私の要望です。私自身はそう考えています。 

◎議長 

ご質問に対する回答を。 

◎東京電力（株）企画部部長（村松） 

まず、この最大電力の内訳でございますけれども、ご家庭用ですね、一つ一つの使用量は

少ないんでございますけれども、積み重ねるとウエイトとしてはかなり多ございまして、お

おむね３割でございます。工場におきます需要がおおむね、ちょっとこの夏のピークという

ことで見ますと、おおむね３割程度。こういった業務用のオフィスでございますとか、オフ

ィスビルでございますとか、こういったところが残りの４割。ですから業務用の関連の商業

施設と、それから工場の産業用と家庭用がほぼ大体三等分ずつといったイメージでお考えい

ただければよろしいかと思います。 

◎議長 

ご指摘のあったように司会、議長の進行の不手際でちょっと十分議論尽くしていないと思

います。今のこの首都圏の電力供給問題は、皆さんの方からもちょっと話題にしてはどうか
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というアンケート結果ありました。我々にすれば、行政としてもさっきから出ているように、

東京の電力の責任を何で我々が負わなければならないかという市民の声も率直にありまして、

一方では、それがために運転再開を急ぐということになると、本来の安全運転管理というこ

とにもちょっと影響するわけですので、やはり大事なテーマだというふうに思います。宮崎

さんから今、話がありましたように、そういうのに絡めて皆さんのご意見を出していただい

て、それを電力の需給状況はわかりますけれども、さりとて住民とすればこういう声があり

ますよというのを出していただくということは、やはり意味のあることだと思うんですね。

今日はちょっと時間の関係で省略させてもらいましたが、（３）のこれだって、やはり同じ

ようなことの問題を含んでいるんではないかというふうに思います。そういうことで、皆さ

んの方からもこういったのをちょっと議論すべきだという声があったはずなんで、ちょっと

議論未消化で申しわけないんですが、次回、まだどうするという内容は今程来、自分の反省

も含めまして、少し整理ももう一度させていただきたいと思いますんで。頂いた折角の資料

ですので、専門用語もあってわからない部分もあるかもしれませんが、皆さんなりにまた目

を通していただいて、この次の話題にちょっと、テーマにつなげていければというふうに思

っております。ちょっと残り、今の問題も含めて、十分未消化の意見交換ではありますけど

も、時間もまいりましたので、今日はこれで閉めさせていただければありがたいというふう

に思います。 

◎荒浜２１フォーラム（柴野） 

何か皆さんいろいろとご意見お聞きしておりますが、何かこの会はどうなんでしょう、原

発を止めるための会なんでしょうか。それとも発電所を安全に運転してもらうための会なん

でしょうか。私もさっきからこの会則を、目的という欄を今読んでおったんですが、そうい

うことというのは一切書いてないんですよね。発電所の安全を確保するためを目的としてい

るとこれ最後に書いてあるんですけど、どうも話を聞いていると専門家の私より非常に勉強

しておられる武本さん、あるいは佐藤さん、専門的なことを言われますけれども。もしこの

地域の会がそういう方向に行くんであれば、私も何か勉強不足で、何か会についていけない

ような気がしないでもないんですよ。私も仕事柄非常に忙しいもんですから、なかなかそう

いう勉強の機会というのもある程度限定されるもんですから、先程来から会のあり方という

のを少人数でこれから計画しようという話もありました。確かにそのとおりだと思いますが。

基本的に、私、冒頭に言いましたように、皆さん発電所を止めるための会なのか、それとも

安全・安定運転をしてもらうための会なのか、その辺をもう一度よく皆さん考えていただき

たいと思います。以上です。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

私、名指しで言われたので一言言わせてもらいたいのですが。 

◎荒浜２１フォーラム（柴野） 

そうではなくて、専門的なことをおっしゃるんでね。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

いいですか。透明性を確保する会というんだから、その趣旨に沿って発言しているんで、

そのことについてよそに行ってやればいいなどということには言わんでほしいと思うんです

よ。お二人から指名を受けて、名指しでそういうことを言われるとすれば、それは一言言っ

ておかなきゃならないと思って。この会の名前のように透明性を確保するというから、あえ

－３２－ 



て私はそう言っているんであって、それをどこか行って話、交渉でやればいいじゃないか何

ていうのは、ちょっと逸脱した発言なんじゃないかと私は思っていたんですけど。黙ってい

ようかと思ったのだけど二人からそういう話が出てくると、やはりお答えしなきゃまずいか

なと思ってあえて言うんです。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

じゃあ、ちょっと一言私もやらせてもらうけどね。決して言っちゃならんということでは

なくて、そういう問題はオブザーバーで東電も県もそういった人たちがいるわけだから、そ

こへ皆さんが、武本さんや佐藤さんがそういった問題を投げかけて、疑問、これはどうだと

いう質問をして答えてもらう。それは一向に差し支えない。でも、みんなレベルが違うから、

それを一つのテーマにして議論しようというのは、これはちょっとこの会の趣旨にそぐわな

いんじゃないかということを言うんであって、だから説明会だろうとそういった所であろう

と、もっとそういう所で話したり、直接聞いたりしてもらっていいんじゃないかなというこ

とを言ったわけです。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

私は前の時に言ったつもりなんですけど、次から次へと今いろいろな問題が出てくるから、

こういう議論をせざるを得ないというのはあるんです。さっきから武本さんからも出たし、

宮崎さんからも出たけども、本来ならもうちょっと基本的にお互いに知識を深めるような議

論は必要だろうということは、私も前に申し上げました。ですからそういうのは無しに本当

は、こういう議論をするというのは余りいいことかどうかというのは若干の疑問はあるけれ

ども、いろいろな不安や心配があるのに次々と運転再開になっていくわけですよ。そういう

問題があるからあえて言っているんであって、本来ならもうちょっと私だって認識をしてい

るつもりです。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

だからその運転再開とかどうとかをここで言うんじゃなくて、そして宮崎さんが先ほど冒

頭言ったようなね、ああいうもっとキチッと。この前、補修の状況はどうだとか、再循環は

もう溶接終わったからそこを確認せいということだったけどそうじゃなくて、原発そのもの

のキチッとした仕組みから。皆さんそんなこと必要ないというかわからんけど、私どもはも

う一度こういう東電のこういう問題が起きたこともあるもんだから、やはりキチッと基礎か

ら勉強させてもらって、その上でさらに疑問の点をただしたり、安全に運転がいくようにチ

ェックしたりするのが基本だと思いますよ。 

◎柏崎原発反対地元三団体（佐藤） 

だからその必要は私も前から言っています。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

だからそれを飛び越して言うのはどうかなということで、それは。 

◎原発反対刈羽村を守る会（武本） 

それは一言ありますよ。発電所というのは電気を起こす仕掛けですよね。そして、今、い

ろいろなところで問題が起きている中で、夏場の需要が来たから急いで動かさなければなら

んという話は現にあるわけですよ。今ね。そして、それに対して本当に不足になるかどうか

ということを聞けば、私はこの資料はうそだねと言わないですよ。しかし、その数字のとり

方によっては、２カ月の内たったの８日間だと。しかもそのうちの午後２時の前後の２、３
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時間、合計で３０時間程度だと。こんなことは、そういうことを踏まえた上で原発を、ある

いはその今の事態に対してどう見るかという議論をするのが、何で透明性と違うんですか。

それはそういう議論をすることが大事だと思うから、私は資料に基づいて発言したつもりな

んですよ。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

議論をしだすと、これは私も言わせてもらうけれど、これはやはりみんなそれぞれ考えが

違うと思う。柏崎の原子力発電所は東京、関東圏に電気を送るために造った発電所なんだか

ら、そんなことは知らない。柏崎はちゃんと東北電力から電気をもらっているからいいなん

ていうことは、これはやはり筋は違うと思うね。 

◎原発反対刈羽村を守る会（武本） 

そんなことは誰も言っていない。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

何が、そうじゃないでしょう。だから武本さんが何かそういう疑問の点があったら東京電

力がきちっと答えればいいんであって。何か曖昧にしているからおかしなことになるんだか

ら、疑問点が武本さん、これが疑問だ、これが問題だ、じゃ、それをキチッと東京電力に話

してもらえばいいわけで、答えてくれればいいんですよ。 

◎議長 

申し訳ないですが、さっきご指摘がありましたように議長の進行が悪いということで、こ

れは何度もお詫びをいたしますけれども、ただ、私が皆さんの意見を聞いてまして、柴野さ

んがおっしゃいましたように、この会は止めろとか動かせとかということ議論する場ではあ

りません。これは共通して理解をしていただいているというふうに私は思っているんですが、

皆さん、お聞きになっていて、柴野さん準備委員会に出てなかったわけですけども、来ると、

ややそういう傾向の議論に走りすぎるのではないかというご批判だと思うんですが。私は要

するに透明性を確保するということの中で、必要なやはり意見、今日出たのの大半は意見だ

というふうに思っています。だから止めなさいとか動かしなさいとか、運転はまかりならん

ということの、それをもって議論するとか、決めるとかということではないんですが、こう

いう今言ったいろいろな出たような意見が、一つ一つやはり動いた時の安全運転につながる

と。再発防止につながるという、そういうやはり認識はこのメンバーに皆さんには立場の違

いと理解の違いはあっても持っていていただきたいというふうに思いますので。今、最後の

方でちょっとエキサイトしたような場面もありましたけれども、議長としてこの次はそうい

うふうにならないように、もう一度整理をしたいというふうに思っておりますので、そうい

うご理解でまた第３回目もお願いしたいなというふうに思っています。よろしくお願いいた

します。 

ということで、月に１回ぐらいのペースですと、本当、やはり学習会もやらないとだめな

んですが、やはり具体的な動きがちょっとあるんで、それと両方やれというのがアンケート

結果なんですよ、集約しますと。そういう意味で進行はかなりやはり事務局も大変ではある

んですが、それはそれとして頑張りますが。次回は月１遍ということで申しわけありません。

大体７月の１０日ぐらいということで、一応我々とすれば９日の水曜日になるんですけれど

も、この日を設定をさせていただきたいというふうに、今のところ思っております。ご都合、

全員揃うかどうかというのはわかりませんが、本当は曜日なんかを決めておけば、あるいは
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日を決めればいいんでしょうけれども、もう１、２回はちょっと随時というようなことで７

月９日を予定をしておりますけれども。どうしてもまた都合の悪い方、後からまた日程の調

整をさせていただきます。アンケートを採りますけれども、９日ということで予定をしてい

ただければありがたいというのを提案させていただきたいと思います。大体１０日ごろとい

うようなことで、今回は９日ということで。 

◎柏崎商工会議所（内藤） 

エキサイトしたわけでもないんだけれど、次回じゃなくてもいいけど、佐藤さんや武本さ

んと一緒に酒飲むような会をひとつやってもらって、少し、なごいだり、やったらどうかと

思うんだけどね。提案。 

◎司会 

それでは、次回開催方法、それから開催場所等について検討させていただいた上で、７月

９日に第３回定例会を開催させていただきます。 

これをもちまして、第２回定例会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

それから、原子力安全シンポジュウム、国の内閣・原子力安全委員会が開催いたしますの

で、これを一応ご承知おきください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・２１時１５分閉会・・・・・・・・・・・・・・ 
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